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設
計
及

び
工

事
に
係
る
品

質
管
理

の
方
法
等
に

関
す
る
説
明
書
に

係
る
様
式
-7
 

【
第

4
条
 

設
計
基
準
対

象
施
設

の
地
盤
】
 

 

要
求

事
項

と
の

対
比

表
 

4
条
-
1 

様
式
-
7 

赤
色

：
様

式
-6

に
関

す
る

記
載

（
付

番
及

び
下

線
）

 
青

色
：

設
置

変
更

許
可

本
文

及
び

添
付

書
類

八
か

ら
の

引
用

以
外

の
記

載
 

茶
色

：
設

置
変

更
許

可
と

基
本

設
計

方
針

（
後

）
と

の
対

比
 

緑
色

：
技

術
基

準
規

則
と

基
本

設
計

方
針

（
後

）
と

の
対

比
 

紫
色

：
基

本
設

計
方

針
（

前
）

と
基

本
設

計
方

針
（

後
）

と
の

対
比

 

【
○

○
条

○
○

】
：

関
連

す
る

資
料

と
基

本
設

計
方

針
を

紐
づ

け
る

た
め

の
付

番
 

 
＜

関
連

す
る

資
料

＞
 

 
 

・
様

式
-1

へ
の

展
開

表
（

補
足

説
明

資
料

）
 

 
 

・
技

術
基

準
要

求
機

器
リ

ス
ト

（
設

定
根

拠
に

関
す

る
説

明
書

 
別

添
-1
）

 
 

 
 

 
 

 
 

：
前

回
提

出
時

か
ら

の
変

更
箇

所
 

   

実
用
発
電
用
原
子
炉
及
び
そ
の
附
属

施
設
の
技
術
基
準
に
関
す
る
規
則
 

工
事
計
画
認
可
申
請
書
 

基
本
設
計
方
針
（
前
）
 

工
事
計
画
認
可
申
請
書
 

基
本
設
計
方
針
（
後
）
 

設
置
変
更
許
可
申
請
書
 

本
文
 

設
置
変
更
許
可
申
請
書
 

添
付
書
類
八
 

設
置
変
更
許
可
，
技
術
基
準
規
則

及
び
基
本
設
計
方
針
と
の
対
比
 

備
考
 

（
設
計
基
準
対
象
施
設
の
地
盤
）
 

       第
四

条
 

設
計

基
準

対
象

施
設

は
、

設
置

許
可

基
準

規
則

第
三

条
第

一
項

の
地

震
力

が
作

用
し

た
場

合
に

お
い

て
も

当
該

設
計

基
準

対
象

施
設

を
十

分
に

支
持

す
る

こ
と

が
で

き
る

地
盤

に
施

設
し

な
け

れ
ば

な
ら

な
い

。
た

だ
し
、
兼
用
キ
ャ
ス
ク
に
あ
っ
て
は
、

地
盤

に
よ

り
十

分
に

支
持

さ
れ

な
く

て
も

そ
の

安
全

機
能

が
損

な
わ

れ
な

い
方

法
に

よ
り

設
け

る
こ

と
が

で
き

る
と
き
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。
①
，

⑥
 

 【
解
釈
】
 

１
 第

４
条
に
規
定
す
る
「
十
分
に

支

持
す
る
こ
と
が
で
き

る
」
と
は
、
実
用

発
電

用
原

子
炉

及
び

そ
の

附
属

施
設

の
位

置
、

構
造

及
び

設
備

の
基

準
に

関
す

る
規

則
（

平
成

２
５

年
原

子
力

規
制
委
員
会
規
則
第

５
号
。
以
下
「
設

置
許
可
基
準
規
則
」
と
い
う
。）

第
３

条
第

１
項

の
規

定
に

基
づ

き
設

置
許

可
で

確
認

し
た

設
計

方
針

に
基

づ

き
、
設
計
基
準
対
象
施
設
に
つ
い
て
、

以
下

の
い

ず
れ

か
を

満
た

す
こ

と
を

い
う
。
 

        

新
規
追
加
要
求
事
項
の
た
め
，
 

記
載
な
し
。
 

 

                       

        

設
計
基
準
対
象
施
設
の
う
ち
，
地

震
の

発
生

に
よ

っ
て

生
じ

る
お

そ

れ
が

あ
る

そ
の

安
全

機
能

の
喪

失

に
起

因
す

る
放

射
線

に
よ

る
公

衆

へ
の

影
響

の
程

度
が

特
に

大
き

い

施
設
（
以
下
「
耐
震
重
要
施
設
」
と

い
う
。
）
の
建

物
・
構
築
物
，
屋

外

重
要

土
木

構
造

物
，

津
波

防
護

施

設
，
浸
水
防
止
設
備
及
び
津
波
監
視

設
備

並
び

に
浸

水
防

止
設

備
又

は

津
波

監
視

設
備

が
設

置
さ

れ
た

建

物
・
構
築
物
に
つ
い
て
は
，
自
重
や

運
転
時
の
荷
重
等
に
加
え
，
そ
の
供

用
中

に
大

き
な

影
響

を
及

ぼ
す

お

そ
れ
が
あ
る
地
震
動
（
設
置
（
変
更
）

許
可

を
受

け
た

基
準

地
震

動
Ｓ

ｓ

（
以
下
「
基
準
地
震
動
Ｓ
ｓ
」
と
い

う
。
））

に
よ
る
地
震
力
が
作
用
し
た

場
合
に
お
い
て
も
，
接
地
圧
に
対
す

る
十

分
な

支
持

力
を

有
す

る
地

盤

に
設
置
す
る
。
 

 
な
お
，
使
用
済
燃
料
を
貯
蔵
す
る

兼
用
キ
ャ
ス
ク
は
保
有
し
な
い
。
 

①
-
1【

4
条

1
】
 

  

 イ
 
発
電
用
原
子
炉
施
設
の
位
置
 

 
(1
)
 敷

地
の
面
積
及
び
形
状
 

発
電

用
原

子
炉

施
設

を
設

置
す

る
敷
地
は
，
新
潟
県
柏
崎
市
と
刈
羽

郡
刈

羽
村

に
ま

た
が

る
日

本
海

に

面
し
た
標
高
（
T
.M
.
S.
L.
）
60
m
前

後
の
な
だ
ら
か
な
丘
陵
地
で
あ
り
，

敷
地

両
端

の
凸

部
と

そ
れ

ら
の

間

に
は

さ
ま

れ
る

凹
地

か
ら

な
っ

て

お
り
，
周
辺
部
の
丘
陵
地
は
松
林
に

覆
わ
れ
て
い
る
が
，
中
央
部
の
凹
地

は
砂
丘
不
毛
地
で
あ
る
。
□1
 

敷
地
内
の
地
質
は
，
新
第
三
紀
層

及
び

そ
れ

ら
を

不
整

合
で

覆
う

第

四
紀
層
か
ら
な
る
。
□1

 

敷
地

の
形

状
は

汀
線

を
長

軸
と

し
た
ほ
ぼ
半
楕
円
形
で
あ
り
，
敷
地

全
体
の
広
さ
は
約

4
20

万
m
2
で
あ

る
。
□1
 

 

地
震

の
発

生
に

よ
っ

て
生

じ
る

お
そ

れ
が

あ
る

そ
の

安
全

機
能

の

喪
失

に
起

因
す

る
放

射
線

に
よ

る

公
衆

へ
の

影
響

の
程

度
が

特
に

大

き
い
施
設
（
以
下
「
耐
震
重
要
施
設
」

と
い
う
。
）
は
，
そ

の
供
用
中
に
大

き
な

影
響

を
及

ぼ
す

お
そ

れ
が

あ

る
地
震
動
（
以
下
「
基
準
地
震
動
」

と
い
う
。
）
に
よ
る

地
震
力
が
作
用

し
た
場
合
に
お
い
て
も
，
接
地
圧
に

対
す

る
十

分
な

支
持

力
を

有
す

る

地
盤
に
設
置
す
る
。
①
-1
 

 

 1.
 安

全
設
計
 

1.
4 
 
耐
震
設
計
 

発
電

用
原

子
炉

施
設

の
耐

震
設

計
は
，
「
設
置

許
可
基
準
規
則
」
に

適
合
す
る
よ
う
に
，「

1.
4
.1
 
設
計

基
準

対
象

施
設

の
耐

震
設

計
」
，

「
1.
4.
2
 
重

大
事
故
等
対
処
施
設

の
耐
震
設
計
」
，「

1
.
4.
3
 
主
要
施

設
の
耐
震
構
造
」
及
び
「
1
.4
.4
 
地

震
検

知
に

よ
る

耐
震

安
全

性
の

確

保
」
に
従
っ
て
行
う
。
 

 1.
4.
1 

 
設

計
基

準
対

象
施

設
の

耐
震
設
計
 

1.
4.
1
.1
 
 

設
計

基
準

対
象

施
設

の
耐
震
設
計
の
基
本
方
針
 

設
計

基
準

対
象

施
設

の
耐

震
設

計
は

，
以

下
の

項
目

に
従

っ
て

行

う
。
 

 (1
) 

地
震

に
よ

り
生

ず
る

お
そ

れ

が
あ

る
そ

の
安

全
機

能
の

喪
失

に

起
因

す
る

放
射

線
に

よ
る

公
衆

へ

の
影

響
の

程
度

が
特

に
大

き
い

も

の
（
以
下
「
耐
震
重
要
施
設
」
と
い

う
。）

は
，
そ

の
供
用
中
に
当
該
耐

震
重

要
施

設
に

大
き

な
影

響
を

及

ぼ
す

お
そ

れ
が

あ
る

地
震

に
よ

る

加
速

度
に

よ
っ

て
作

用
す

る
地

震

力
に
対
し
て
，
そ
の
安
全
機
能
が
損

な
わ

れ
る

お
そ

れ
が

な
い

よ
う

に

設
計
す
る
。
◇3
 

 

        ・
同
趣
旨
の
記
載
で
は
あ
る
が
，

表
現
の
違
い
に
よ
る
差
異
あ
り
。
 

・
要
求
事
項
に
対
す
る
設
計
の
明

確
化
。
 

・
追

加
要

求
事

項
に

よ
る

差
異

あ

り
。
 

                    

        原
子
炉
冷
却
系
統
施
設
（
共
通
）
 

1
.
1 

地
盤
 

核
燃

料
物

質
の

取
扱

施
設

及
び

貯

蔵
施
設
 

2
.
 
燃
料
貯
蔵
設
備
 

                     

2



設
計
及

び
工

事
に
係
る
品

質
管
理

の
方
法
等
に

関
す
る
説
明
書
に

係
る
様
式
-7
 

【
第

4
条
 

設
計
基
準
対

象
施
設

の
地
盤
】
 

 

要
求

事
項

と
の

対
比

表
 

4
条
-
2 

様
式
-
7 

赤
色

：
様

式
-6

に
関

す
る

記
載

（
付

番
及

び
下

線
）

 
青

色
：

設
置

変
更

許
可

本
文

及
び

添
付

書
類

八
か

ら
の

引
用

以
外

の
記

載
 

茶
色

：
設

置
変

更
許

可
と

基
本

設
計

方
針

（
後

）
と

の
対

比
 

緑
色

：
技

術
基

準
規

則
と

基
本

設
計

方
針

（
後

）
と

の
対

比
 

紫
色

：
基

本
設

計
方

針
（

前
）

と
基

本
設

計
方

針
（

後
）

と
の

対
比

 

【
○

○
条

○
○

】
：

関
連

す
る

資
料

と
基

本
設

計
方

針
を

紐
づ

け
る

た
め

の
付

番
 

 
＜

関
連

す
る

資
料

＞
 

 
 

・
様

式
-1

へ
の

展
開

表
（

補
足

説
明

資
料

）
 

 
 

・
技

術
基

準
要

求
機

器
リ

ス
ト

（
設

定
根

拠
に

関
す

る
説

明
書

 
別

添
-1
）

 
 

 
 

 
 

 
 

：
前

回
提

出
時

か
ら

の
変

更
箇

所
 

   

実
用
発
電
用
原
子
炉
及
び
そ
の
附
属

施
設
の
技
術
基
準
に
関
す
る
規
則
 

工
事
計
画
認
可
申
請
書
 

基
本
設
計
方
針
（
前
）
 

工
事
計
画
認
可
申
請
書
 

基
本
設
計
方
針
（
後
）
 

設
置
変
更
許
可
申
請
書
 

本
文
 

設
置
変
更
許
可
申
請
書
 

添
付
書
類
八
 

設
置
変
更
許
可
，
技
術
基
準
規
則

及
び
基
本
設
計
方
針
と
の
対
比
 

備
考
 

一
 
兼

用
キ

ャ
ス

ク
貯

蔵
施

設
以

外

の
設

計
基

準
対

象
施

設
に

あ
っ

て

は
、

自
重

や
運

転
時

の
荷

重
等

に
加

え
、

設
置

許
可

基
準

規
則

第
３

条
第

１
項

の
地

震
力

（
耐

震
重

要
度

分
類

（
実

用
発

電
用

原
子

炉
及

び
そ

の
附

属
施

設
の

位
置

、
構

造
及

び
設

備
の

基
準

に
関

す
る

規
則

の
解

釈
（

原
規

技
発
第

13
06
19
3 

号
（

平
成
２
５

年

６
月

１
９

日
原

子
力

規
制

委
員

会
決

定
））

の
第
４
条
の
解
釈

中
２
に
規

定

す
る

耐
震

重
要

度
分

類
を

い
う

。
以

下
同
じ
。）

の
各
ク
ラ
ス

に
応
じ
て

設

置
許

可
基

準
規

則
第

４
条

第
２

項
の

規
定

に
よ

り
算

定
す

る
地

震
力

（
設

置
許

可
基

準
規

則
第

３
条

第
１

項
に

規
定

す
る

耐
震

重
要

施
設

に
あ

っ
て

は
、
基
準
地
震

動
に
よ
る
地
震
力
（
設

置
許

可
基

準
規

則
第

４
条

第
３

項
に

規
定

す
る

基
準

地
震

動
に

よ
る

地
震

力
を
い
う
。
以
下
同

じ
。）

を
含
む

。）

を
い
う
。）

が
作
用
し
た

場
合
に
お

い

て
も

、
接

地
圧

に
対

す
る

十
分

な
支

持
力
を
有
す
る
こ
と

。
①
，
⑥

 

 二
 
兼

用
キ

ャ
ス

ク
貯

蔵
施

設
に

あ

っ
て

は
、

自
重

そ
の

他
の

貯
蔵

時
に

想
定

さ
れ

る
荷

重
に

加
え

、
設

置
許

可
基

準
規

則
第

４
条

第
２

項
の

規
定

に
よ

り
算

定
す

る
地

震
力

（
兼

用
キ

ャ
ス

ク
に

あ
っ

て
は

、
基

準
地

震
動

に
よ
る
地
震
力
を
含

む
。）

が
作
用

し

た
場

合
に

お
い

て
も

、
接

地
圧

に
対

す
る

十
分

な
支

持
力

を
有

す
る

こ

新
規
追
加
要
求
事
項
の
た
め
，
 

記
載
な
し
。
 

 

      

新
規
追
加
要
求
事
項
の
た
め
，
 

記
載
な
し
。
 

 

     

新
規
追
加
要
求
事
項
の
た
め
，
 

記
載
な
し
。
 

               

ま
た
，
上
記
に
加
え
，
基
準
地
震

動
Ｓ

ｓ
に

よ
る

地
震

力
が

作
用

す

る
こ

と
に

よ
っ

て
弱

面
上

の
ず

れ

が
発
生
し
な
い
地
盤
と
し
て
，
設
置

（
変
更
）
許
可
を
受
け
た
地
盤
に
設

置
す
る
。
 

②
-
1【

4
条

2
】
 

  こ
こ
で
，
屋
外
重
要
土
木
構
造
物

と
は
，
耐
震
安
全
上
重
要
な
機
器
・

配
管
系
の
間
接
支
持
機
能
，
若
し
く

は
非

常
時

に
お

け
る

海
水

の
通

水

機
能

を
求

め
ら

れ
る

土
木

構
造

物

を
い
う
。
 

③
-
1【

4
条

3
】
 

 

 
設
計
基
準
対
象
施
設
の
う
ち
，
耐

震
重
要
施
設
以
外
の
建
物
・
構
築
物

及
び

そ
の

他
の

土
木

構
造

物
に

つ

い
て
は
，
自
重
や
運
転
時
の
荷
重
等

に
加
え
，
耐
震
重
要
度
分
類
の
各
ク

ラ
ス

に
応

じ
て

算
定

す
る

地
震

力

が
作
用
し
た
場
合
に
お
い
て
も
，
接

地
圧

に
対

す
る

十
分

な
支

持
力

を

有
す
る
地
盤
に
設
置
す
る
。
 

①
-
2【

4
条

4
】
 

       

ま
た
，
上
記
に
加
え
，
基
準
地
震

動
に

よ
る

地
震

力
が

作
用

す
る

こ

と
に

よ
っ

て
弱

面
上

の
ず

れ
が

発

生
し
な
い
こ
と
を
含
め
，
基
準
地
震

動
に

よ
る

地
震

力
に

対
す

る
支

持

性
能
を
有
す
る
地
盤
に
設
置
す
る
。

②
-
1 

    

      

耐
震

重
要

施
設

以
外

の
設

計
基

準
対
象
施
設
に
つ
い
て
は
，
耐
震
重

要
度

分
類

の
各

ク
ラ

ス
に

応
じ

て

算
定

す
る

地
震

力
が

作
用

し
た

場

合
に

お
い

て
も

接
地

圧
に

対
す

る

十
分

な
支

持
力

を
有

す
る

地
盤

に

設
置
す
る
。
①
-
2 

          

(2
) 
設
計
基
準
対
象
施
設
は
，
地
震

に
よ

り
発

生
す

る
お

そ
れ

が
あ

る

安
全
機
能
の
喪
失
（
地
震
に
伴
っ
て

発
生

す
る

お
そ

れ
が

あ
る

津
波

及

び
周

辺
斜

面
の

崩
壊

等
に

よ
る

安

全
機
能
の
喪
失
を
含

む
。
）
及
び
そ

れ
に

続
く

放
射

線
に

よ
る

公
衆

へ

の
影
響
を
防
止
す
る
観
点
か
ら
，
各

施
設

の
安

全
機

能
が

喪
失

し
た

場

合
の
影
響
の
相
対
的
な
程
度
（
以
下

「
耐
震
重
要
度
」
と

い
う
。
）
に
応

じ
て
，
耐
震
重
要
度
分
類
を

S
ク
ラ

ス
，
B
ク
ラ
ス
又
は

C
ク
ラ
ス
に
分

類
し
，
そ
れ
ぞ
れ
に
応
じ
た
地
震
力

に
十

分
耐

え
ら

れ
る

よ
う

に
設

計

す
る
。
◇3

 

 (3
) 
建
物
・
構
築
物
に
つ
い
て
は
，

耐
震

重
要

度
分

類
の

各
ク

ラ
ス

に

応
じ

て
算

定
す

る
地

震
力

が
作

用

し
た
場
合
に
お
い
て
も
，
接
地
圧
に

対
す

る
十

分
な

支
持

力
を

有
す

る

地
盤
に
設
置
す
る
。
◇1
 
(①

-2
) 

な
お
，
建
物
・
構
築
物
と
は
，
建

物
，
構
築
物
及
び
土
木
構
造
物
（
屋

外
重

要
土

木
構

造
物

及
び

そ
の

他

の
土
木
構
造
物
）
の
総
称
と
す
る
。

◇3
 ま
た
，
屋
外
重
要
土
木
構
造
物
と

は
，
耐
震
安
全
上
重
要
な
機
器
・
配

管
系
の
間
接
支
持
機
能
，
若
し
く
は

非
常

時
に

お
け

る
海

水
の

通
水

機

能
を

求
め

ら
れ

る
土

木
構

造
物

を

い
う
。
③
-1
 

・
同
趣
旨
の
記
載
で
は
あ
る
が
，
表

現
の
違
い
に
よ
る
差
異
あ
り
。
 

・
設
置
変
更
許
可
と
整
合
を
図
る

た
め
記
載
。
 

・
追

加
要

求
事

項
に

よ
る

差
異

あ

り
。
 

   ・
同
趣
旨
の
記
載
で
は
あ
る
が
，
表

現
の
違
い
に
よ
る
差
異
あ
り
。
 

・
設
置
変
更
許
可
と
整
合
を
図
る

た
め
記
載
。
 

・
追

加
要

求
事

項
に

よ
る

差
異

あ

り
。
 

  ・
同
趣
旨
の
記
載
で
は
あ
る
が
，

表
現
の
違
い
に
よ
る
差
異
あ
り
。
 

・
要
求
事
項
に
対
す
る
設
計
の
明

確
化
。
 

・
追

加
要

求
事

項
に

よ
る

差
異

あ

り
。
 

           

原
子
炉
冷
却
系
統
施
設
（
共
通
）
 

1
.
1 

地
盤
 

       原
子
炉
冷
却
系
統
施
設
（
共
通
）
 

1
.
1 

地
盤
 

      原
子
炉
冷
却
系
統
施
設
（
共
通
）
 

1
.
1 

地
盤
 

               

3



設
計
及

び
工

事
に
係
る
品

質
管
理

の
方
法
等
に

関
す
る
説
明
書
に

係
る
様
式
-7
 

【
第

4
条
 

設
計
基
準
対

象
施
設

の
地
盤
】
 

 

要
求

事
項

と
の

対
比

表
 

4
条
-
3 

様
式
-
7 

赤
色

：
様

式
-6

に
関

す
る

記
載

（
付

番
及

び
下

線
）

 
青

色
：

設
置

変
更

許
可

本
文

及
び

添
付

書
類

八
か

ら
の

引
用

以
外

の
記

載
 

茶
色

：
設

置
変

更
許

可
と

基
本

設
計

方
針

（
後

）
と

の
対

比
 

緑
色

：
技

術
基

準
規

則
と

基
本

設
計

方
針

（
後

）
と

の
対

比
 

紫
色

：
基

本
設

計
方

針
（

前
）

と
基

本
設

計
方

針
（

後
）

と
の

対
比

 

【
○

○
条

○
○

】
：

関
連

す
る

資
料

と
基

本
設

計
方

針
を

紐
づ

け
る

た
め

の
付

番
 

 
＜

関
連

す
る

資
料

＞
 

 
 

・
様

式
-1

へ
の

展
開

表
（

補
足

説
明

資
料

）
 

 
 

・
技

術
基

準
要

求
機

器
リ

ス
ト

（
設

定
根

拠
に

関
す

る
説

明
書

 
別

添
-1
）

 
 

 
 

 
 

 
 

：
前

回
提

出
時

か
ら

の
変

更
箇

所
 

   

実
用
発
電
用
原
子
炉
及
び
そ
の
附
属

施
設
の
技
術
基
準
に
関
す
る
規
則
 

工
事
計
画
認
可
申
請
書
 

基
本
設
計
方
針
（
前
）
 

工
事
計
画
認
可
申
請
書
 

基
本
設
計
方
針
（
後
）
 

設
置
変
更
許
可
申
請
書
 

本
文
 

設
置
変
更
許
可
申
請
書
 

添
付
書
類
八
 

設
置
変
更
許
可
，
技
術
基
準
規
則

及
び
基
本
設
計
方
針
と
の
対
比
 

備
考
 

と
。
①
 

 ２
 第

４
条
に
規
定
す
る
「
安
全
機

能

が
損
な
わ
れ
な
い
方

法
」
と
は
、
設
置

許
可

基
準

規
則

第
３

条
第

１
項

の
方

法
を
い
う
。
①
，
⑥
 

 

―
 
以
 
下
 
余
 
白
 
―
 

 

新
規
追
加
要
求
事
項
の
た
め
，
 

記
載
な
し
。
 

           

新
規
追
加
要
求
事
項
の
た
め
，
 

記
載
な
し
。
 

                   

設
計
基
準
対
象
施
設
の
う
ち
，
耐

震
重
要
施
設
は
，
地
震
発
生
に
伴
う

地
殻

変
動

に
よ

っ
て

生
じ

る
支

持

地
盤

の
傾

斜
及

び
撓

み
並

び
に

地

震
発
生
に
伴
う
建
物
・
構
築
物
間
の

不
等
沈
下
，
液
状
化
及
び
揺
す
り
込

み
沈

下
等

の
周

辺
地

盤
の

変
状

に

よ
り
，
そ
の
安
全
機
能
が
損
な
わ
れ

る
お
そ
れ
が
な
い
地
盤
と
し
て
，
設

置
（
変
更
）
許
可
を
受
け
た
地
盤
に

設
置
す
る
。
 

④
-
1【

4
条

5
】
 

 設
計
基
準
対
象
施
設
の
う
ち
，
耐

震
重
要
施
設
は
，
将
来
活
動
す
る
可

能
性

の
あ

る
断

層
等

の
露

頭
が

な

い
地
盤
と
し
て
，
設
置
（
変
更
）
許

可
を
受
け
た
地
盤
に
設
置
す
る
。
 

⑤
-
1【

4
条

6
】
 

               

耐
震
重
要
施
設
は
，
地
震
発
生
に

伴
う

地
殻

変
動

に
よ

っ
て

生
じ

る

支
持

地
盤

の
傾

斜
及

び
撓

み
並

び

に
地
震
発
生
に
伴
う
建
物
・
構
築
物

間
の
不
等
沈
下
，
液
状
化
及
び
揺
す

り
込

み
沈

下
等

の
周

辺
地

盤
の

変

状
に
よ
り
，
そ
の
安
全
機
能
が
損
な

わ
れ

る
お

そ
れ

が
な

い
地

盤
に

設

置
す
る
。
④
-1
 

    耐
震
重
要
施
設
は
，
将
来
活
動
す

る
可

能
性

の
あ

る
断

層
等

の
露

頭

が
な
い
地
盤
に
設
置
す
る
。
⑤
-1
 

 

 
耐
震
重
要
施
設
に
つ
い
て
は
，
基

準
地

震
動

に
よ

る
地

震
力

に
よ

っ

て
生

じ
る

お
そ

れ
が

あ
る

周
辺

の

斜
面
の
崩
壊
に
対
し
て
，
そ
の
安
全

機
能

が
損

な
わ

れ
る

お
そ

れ
が

な

い
場
所
に
設
置
す
る
。
□2
 

 

―
 
以
 
下
 
余
 
白
 
―
 

 

 (4
) 

S
ク
ラ
ス
の
施
設
（
(6
)に

記

載
の
も
の
の
う
ち
，
津
波
防
護
機
能

を
有
す
る
設
備
（
以
下
「
津
波
防
護

施
設
」
と
い
う
。）
，
浸
水
防
止
機
能

を
有
す
る
設
備
（
以
下
「
浸
水
防
止

設
備
」
と
い
う
。
）
及
び
敷
地
に
お

け
る

津
波

監
視

機
能

を
有

す
る

施

設
（
以
下
「
津
波
監
視
設
備
」
と
い

う
。）

を
除
く
。
）
は
，
基
準
地
震
動

に
よ
る
地
震
力
に
対
し
て
，
そ
の
安

全
機

能
が

保
持

で
き

る
よ

う
に

設

計
す
る
。
◇3
 

ま
た
，
弾
性
設
計
用
地
震
動
に
よ

る
地

震
力

又
は

静
的

地
震

力
の

い

ず
れ

か
大

き
い

方
の

地
震

力
に

対

し
て

お
お

む
ね

弾
性

状
態

に
留

ま

る
範

囲
で

耐
え

ら
れ

る
設

計
と

す

る
。
◇3
 

 (5
) 

S
ク
ラ
ス
の
施
設
（
(6
)に

記

載
の

も
の

の
う

ち
，

津
波

防
護

施

設
，
浸
水
防
止
設
備
及
び
津
波
監
視

設
備
を
除
く
。
）
に
つ
い
て
は
，
静

的
地
震
力
は
，
水
平
地
震
力
と
鉛
直

地
震

力
が

同
時

に
不

利
な

方
向

の

組
合
せ
で
作
用
す
る
も
の
と
す
る
。

◇3
 ま
た
，
基
準
地
震
動
及
び
弾
性
設

計
用
地
震
動
に
よ
る
地
震
力
は
，
水

平
2
方
向
及
び
鉛
直
方

向
に
つ
い

て
適

切
に

組
み

合
わ

せ
て

算
定

す

る
も
の
と
す
る
。
な
お
，
水
平

2
方

向
及

び
鉛

直
方

向
の

地
震

力
が

同

・
同
趣
旨
の
記
載
で
は
あ
る
が
，

表
現
の
違
い
に
よ
る
差
異
あ
り
。
 

・
設
置
変
更
許
可
と
整
合
を
図
る

た
め
記
載
。
 

・
追

加
要

求
事

項
に

よ
る

差
異

あ

り
。
 

       ・
同
趣
旨
の
記
載
で
は
あ
る
が
，

表
現
の
違
い
に
よ
る
差
異
あ
り
。
 

・
設

置
変

更
許

可
と

整
合

を
図

る

た
め
記
載
。
 

・
追

加
要

求
事

項
に

よ
る

差
異

あ

り
。
 

               

原
子
炉
冷
却
系
統
施
設
（
共
通
）
 

1
.
1 

地
盤
 

           原
子
炉
冷
却
系
統
施
設
（
共
通
）
 

1
.
1 

地
盤
 

                   

4



設
計
及

び
工

事
に
係
る
品

質
管
理

の
方
法
等
に

関
す
る
説
明
書
に

係
る
様
式
-7
 

【
第

4
条
 

設
計
基
準
対

象
施
設

の
地
盤
】
 

 

要
求

事
項

と
の

対
比

表
 

4
条
-
4 

様
式
-
7 

赤
色

：
様

式
-6

に
関

す
る

記
載

（
付

番
及

び
下

線
）

 
青

色
：

設
置

変
更

許
可

本
文

及
び

添
付

書
類

八
か

ら
の

引
用

以
外

の
記

載
 

茶
色

：
設

置
変

更
許

可
と

基
本

設
計

方
針

（
後

）
と

の
対

比
 

緑
色

：
技

術
基

準
規

則
と

基
本

設
計

方
針

（
後

）
と

の
対

比
 

紫
色

：
基

本
設

計
方

針
（

前
）

と
基

本
設

計
方

針
（

後
）

と
の

対
比

 

【
○

○
条

○
○

】
：

関
連

す
る

資
料

と
基

本
設

計
方

針
を

紐
づ

け
る

た
め

の
付

番
 

 
＜

関
連

す
る

資
料

＞
 

 
 

・
様

式
-1

へ
の

展
開

表
（

補
足

説
明

資
料

）
 

 
 

・
技

術
基

準
要

求
機

器
リ

ス
ト

（
設

定
根

拠
に

関
す

る
説

明
書

 
別

添
-1
）

 
 

 
 

 
 

 
 

：
前

回
提

出
時

か
ら

の
変

更
箇

所
 

   

実
用
発
電
用
原
子
炉
及
び
そ
の
附
属

施
設
の
技
術
基
準
に
関
す
る
規
則
 

工
事
計
画
認
可
申
請
書
 

基
本
設
計
方
針
（
前
）
 

工
事
計
画
認
可
申
請
書
 

基
本
設
計
方
針
（
後
）
 

設
置
変
更
許
可
申
請
書
 

本
文
 

設
置
変
更
許
可
申
請
書
 

添
付
書
類
八
 

設
置
変
更
許
可
，
技
術
基
準
規
則

及
び
基
本
設
計
方
針
と
の
対
比
 

備
考
 

                                  

                                  

時
に
作
用
し
，
影
響
が
考
え
ら
れ
る

施
設
，
設
備
に
つ
い
て
は
許
容
限
界

の
範

囲
内

に
留

ま
る

こ
と

を
確

認

す
る
。
◇3

 

 (6
) 
屋
外
重
要
土
木
構
造
物
，
津
波

防
護
施
設
，
浸
水
防
止
設
備
及
び
津

波
監

視
設

備
並

び
に

浸
水

防
止

設

備
が

設
置

さ
れ

た
建

物
・

構
築

物

は
，
基
準
地
震
動
に
よ
る
地
震
力
に

対
し
て
，
構
造
全
体
と
し
て
変
形
能

力
（
終
局
耐
力
時
の
変
形
）
に
つ
い

て
十

分
な

余
裕

を
有

す
る

と
と

も

に
，
そ
れ
ぞ
れ
の
施
設
及
び
設
備
に

要
求

さ
れ

る
機

能
が

保
持

で
き

る

よ
う
に
設
計
す
る
。
な
お
，
基
準
地

震
動
の
水
平

2
方
向
及

び
鉛
直
方

向
の

地
震

力
の

組
合

せ
に

つ
い

て

は
，
上
記
(5
)
と
同
様
と
す
る
。
◇3
 

ま
た
，
重
大
事
故
等
対
処
施
設
を

津
波

か
ら

防
護

す
る

た
め

の
津

波

防
護
施
設
，
浸
水
防
止
設
備
及
び
津

波
監

視
設

備
並

び
に

浸
水

防
止

設

備
が
設
置
さ
れ
た
建
物
・
構
築
物
に

つ
い

て
も

同
様

の
設

計
方

針
と

す

る
。
◇3
 

 (7
) 
B
ク
ラ
ス
の
施
設
は
，
静
的
地

震
力

に
対

し
て

お
お

む
ね

弾
性

状

態
に

留
ま

る
範

囲
で

耐
え

ら
れ

る

よ
う
に
設
計
す
る
。
◇3
 

ま
た
，
共
振
の
お
そ
れ
の
あ
る
施

設
に
つ
い
て
は
，
そ
の
影
響
に
つ
い

て
の
検
討
を
行
う
。
そ
の
場
合
，
検

                                  

                                  

5



設
計
及

び
工

事
に
係
る
品

質
管
理

の
方
法
等
に

関
す
る
説
明
書
に

係
る
様
式
-7
 

【
第

4
条
 

設
計
基
準
対

象
施
設

の
地
盤
】
 

 

要
求

事
項

と
の

対
比

表
 

4
条
-
5 

様
式
-
7 

赤
色

：
様

式
-6

に
関

す
る

記
載

（
付

番
及

び
下

線
）

 
青

色
：

設
置

変
更

許
可

本
文

及
び

添
付

書
類

八
か

ら
の

引
用

以
外

の
記

載
 

茶
色

：
設

置
変

更
許

可
と

基
本

設
計

方
針

（
後

）
と

の
対

比
 

緑
色

：
技

術
基

準
規

則
と

基
本

設
計

方
針

（
後

）
と

の
対

比
 

紫
色

：
基

本
設

計
方

針
（

前
）

と
基

本
設

計
方

針
（

後
）

と
の

対
比

 

【
○

○
条

○
○

】
：

関
連

す
る

資
料

と
基

本
設

計
方

針
を

紐
づ

け
る

た
め

の
付

番
 

 
＜

関
連

す
る

資
料

＞
 

 
 

・
様

式
-1

へ
の

展
開

表
（

補
足

説
明

資
料

）
 

 
 

・
技

術
基

準
要

求
機

器
リ

ス
ト

（
設

定
根

拠
に

関
す

る
説

明
書

 
別

添
-1
）

 
 

 
 

 
 

 
 

：
前

回
提

出
時

か
ら

の
変

更
箇

所
 

   

実
用
発
電
用
原
子
炉
及
び
そ
の
附
属

施
設
の
技
術
基
準
に
関
す
る
規
則
 

工
事
計
画
認
可
申
請
書
 

基
本
設
計
方
針
（
前
）
 

工
事
計
画
認
可
申
請
書
 

基
本
設
計
方
針
（
後
）
 

設
置
変
更
許
可
申
請
書
 

本
文
 

設
置
変
更
許
可
申
請
書
 

添
付
書
類
八
 

設
置
変
更
許
可
，
技
術
基
準
規
則

及
び
基
本
設
計
方
針
と
の
対
比
 

備
考
 

                                  

                                  

討
に
用
い
る
地
震
動
は
，
弾
性
設
計

用
地
震
動
に

2
分
の

1
を
乗
じ
た

も
の
と
す
る
。
な
お
，
当
該
地
震
動

に
よ
る
地
震
力
は
，
水
平

2
方
向
及

び
鉛

直
方

向
に

つ
い

て
適

切
に

組

み
合
わ
せ
て
算
定
す
る
も
の
と
し
，

S
ク

ラ
ス

施
設

と
同

様
に

許
容

限

界
の

範
囲

内
に

留
ま

る
こ

と
を

確

認
す
る
。
◇3
 

 (8
) 
C
ク
ラ
ス
の
施
設
は
，
静
的
地

震
力

に
対

し
て

お
お

む
ね

弾
性

状

態
に

留
ま

る
範

囲
で

耐
え

ら
れ

る

よ
う
に
設
計
す
る
。
◇3
 

 (9
) 
耐
震
重
要
施
設
は
，
耐
震
重
要

度
分

類
の

下
位

の
ク

ラ
ス

に
属

す

る
も
の
の
波
及
的
影
響
に
よ
っ
て
，

そ
の

安
全

機
能

を
損

な
わ

な
い

よ

う
に
設
計
す
る
。
◇3
 

 (1
0)

設
計

基
準

対
象

施
設

の
構

造

計
画
及
び
配
置
計
画
に
際
し
て
は
，

地
震

の
影

響
が

低
減

さ
れ

る
よ

う

に
考
慮
す
る
。
◇3

 

 (1
1)
 
S
ク
ラ
ス
の
施
設
及
び
そ
の

間
接
支
持
構
造
物
等
は
，
地
震
動
及

び
地

殻
変

動
に

よ
る

基
礎

地
盤

の

傾
斜

が
基

本
設

計
段

階
の

目
安

値

で
あ
る

1/
2,
0
0
0
を
上
回
る
場
合
，

傾
斜

に
対

す
る

影
響

を
地

震
力

に

考
慮
す
る
。
◇3
 

 

                                  

                                  

6



設
計
及

び
工

事
に
係
る
品

質
管
理

の
方
法
等
に

関
す
る
説
明
書
に

係
る
様
式
-7
 

【
第

4
条
 

設
計
基
準
対

象
施
設

の
地
盤
】
 

 

要
求

事
項

と
の

対
比

表
 

4
条
-
6 

様
式
-
7 

赤
色

：
様

式
-6

に
関

す
る

記
載

（
付

番
及

び
下

線
）

 
青

色
：

設
置

変
更

許
可

本
文

及
び

添
付

書
類

八
か

ら
の

引
用

以
外

の
記

載
 

茶
色

：
設

置
変

更
許

可
と

基
本

設
計

方
針

（
後

）
と

の
対

比
 

緑
色

：
技

術
基

準
規

則
と

基
本

設
計

方
針

（
後

）
と

の
対

比
 

紫
色

：
基

本
設

計
方

針
（

前
）

と
基

本
設

計
方

針
（

後
）

と
の

対
比

 

【
○

○
条

○
○

】
：

関
連

す
る

資
料

と
基

本
設

計
方

針
を

紐
づ

け
る

た
め

の
付

番
 

 
＜

関
連

す
る

資
料

＞
 

 
 

・
様

式
-1

へ
の

展
開

表
（

補
足

説
明

資
料

）
 

 
 

・
技

術
基

準
要

求
機

器
リ

ス
ト

（
設

定
根

拠
に

関
す

る
説

明
書

 
別

添
-1
）

 
 

 
 

 
 

 
 

：
前

回
提

出
時

か
ら

の
変

更
箇

所
 

   

実
用
発
電
用
原
子
炉
及
び
そ
の
附
属

施
設
の
技
術
基
準
に
関
す
る
規
則
 

工
事
計
画
認
可
申
請
書
 

基
本
設
計
方
針
（
前
）
 

工
事
計
画
認
可
申
請
書
 

基
本
設
計
方
針
（
後
）
 

設
置
変
更
許
可
申
請
書
 

本
文
 

設
置
変
更
許
可
申
請
書
 

添
付
書
類
八
 

設
置
変
更
許
可
，
技
術
基
準
規
則

及
び
基
本
設
計
方
針
と
の
対
比
 

備
考
 

                  

新
規
追
加
要
求
事
項
の
た
め
，
 

記
載
な
し
。
 

              

                  設
計
基
準
対
象
施
設
の
う
ち
，
Ｓ

ク
ラ
ス
の
施
設
（
津
波
防
護
施
設
，

浸
水

防
止

設
備

及
び

津
波

監
視

設

備
を
除
く
。）

の
地
盤
の
接
地
圧

に

対
す

る
支

持
力

の
許

容
限

界
に

つ

い
て
，
自
重
や
運
転
時
の
荷
重
等
と

基
準

地
震

動
Ｓ

ｓ
に

よ
る

地
震

力

と
の

組
合

せ
に

よ
り

算
定

さ
れ

る

接
地
圧
が
，
安
全
上
適
切
と
認
め
ら

れ
る

規
格

及
び

基
準

等
に

よ
る

地

盤
の

極
限

支
持

力
度

に
対

し
て

妥

当
な

余
裕

を
有

す
る

こ
と

を
確

認

す
る
。
 

⑥
-
1，

⑥
-
2，

⑥
-3
【
4
条

7】
 

  

 1.
4.
1
.4
 
 

荷
重

の
組

合
せ

と
許

容
限
界
 

設
計

基
準

対
象

施
設

の
耐

震
設

計
に

お
け

る
荷

重
の

組
合

せ
と

許

容
限
界
は
以
下
に
よ
る
。
◇3

 

 (4
) 
許
容
限
界
 

各
施

設
の

地
震

力
と

他
の

荷
重

と
を

組
み

合
わ

せ
た

状
態

に
対

す

る
許
容
限
界
は
次
の
と
お
り
と
し
，

安
全

上
適

切
と

認
め

ら
れ

る
規

格

及
び

基
準

又
は

試
験

等
で

妥
当

性

が
確

認
さ

れ
て

い
る

許
容

応
力

等

を
用
い
る
。
◇3
 

 d.
 
基
礎
地
盤
の
支
持
性
能
 

 (a
) 
S
ク
ラ
ス
の
建
物
・
構
築
物
及

び
Ｓ
ク
ラ
ス
の
機
器
・
配
管
系
（
(b
)

に
記
載
の
も
の
の
う
ち
，
津
波
防
護

施
設
，
浸
水
防
止
設
備
及
び
津
波
監

視
設
備
を
除
く
。）

の
基
礎
地
盤
 

⑥
-1
 

ⅰ
. 

基
準

地
震

動
に

よ
る

地
震

力

と
の
組
合

せ
⑥
-2

に
対
す
る
許
容

限
界
 

接
地
圧
が
，
安
全
上
適
切
と
認
め

ら
れ

る
規

格
及

び
基

準
等

に
よ

る

地
盤

の
極

限
支

持
力

度
に

対
し

て

妥
当

な
余

裕
を

有
す

る
こ

と
を

確

認
す
る
。
⑥
-
3 

  

                  ・
同
趣
旨
の
記
載
で
は
あ
る
が
，

表
現
の
違
い
に
よ
る
差
異
あ
り
。
 

・
要
求
事
項
に
対
す
る
設
計
の
明

確
化
。
 

・
追

加
要

求
事

項
に

よ
る

差
異

あ

り
。
 

          

                  原
子
炉
冷
却
系
統
施
設
（
共
通
）
 

1
.
1 

地
盤
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設
計
及

び
工

事
に
係
る
品

質
管
理

の
方
法
等
に

関
す
る
説
明
書
に

係
る
様
式
-7
 

【
第

4
条
 

設
計
基
準
対

象
施
設

の
地
盤
】
 

 

要
求

事
項

と
の

対
比

表
 

4
条
-
7 

様
式
-
7 

赤
色

：
様

式
-6

に
関

す
る

記
載

（
付

番
及

び
下

線
）

 
青

色
：

設
置

変
更

許
可

本
文

及
び

添
付

書
類

八
か

ら
の

引
用

以
外

の
記

載
 

茶
色

：
設

置
変

更
許

可
と

基
本

設
計

方
針

（
後

）
と

の
対

比
 

緑
色

：
技

術
基

準
規

則
と

基
本

設
計

方
針

（
後

）
と

の
対

比
 

紫
色

：
基

本
設

計
方

針
（

前
）

と
基

本
設

計
方

針
（

後
）

と
の

対
比

 

【
○

○
条

○
○

】
：

関
連

す
る

資
料

と
基

本
設

計
方

針
を

紐
づ

け
る

た
め

の
付

番
 

 
＜

関
連

す
る

資
料

＞
 

 
 

・
様

式
-1

へ
の

展
開

表
（

補
足

説
明

資
料

）
 

 
 

・
技

術
基

準
要

求
機

器
リ

ス
ト

（
設

定
根

拠
に

関
す

る
説

明
書

 
別

添
-1
）

 
 

 
 

 
 

 
 

：
前

回
提

出
時

か
ら

の
変

更
箇

所
 

   

実
用
発
電
用
原
子
炉
及
び
そ
の
附
属

施
設
の
技
術
基
準
に
関
す
る
規
則
 

工
事
計
画
認
可
申
請
書
 

基
本
設
計
方
針
（
前
）
 

工
事
計
画
認
可
申
請
書
 

基
本
設
計
方
針
（
後
）
 

設
置
変
更
許
可
申
請
書
 

本
文
 

設
置
変
更
許
可
申
請
書
 

添
付
書
類
八
 

設
置
変
更
許
可
，
技
術
基
準
規
則

及
び
基
本
設
計
方
針
と
の
対
比
 

備
考
 

 

新
規
追
加
要
求
事
項
の
た
め
，
 

記
載
な
し
。
 

          

新
規
追
加
要
求
事
項
の
た
め
，
 

記
載
な
し
。
 

                   

 

ま
た
，
上
記
の
設
計
基
準
対
象
施

設
に
あ
っ
て
は
，
自
重
や
運
転
時
の

荷
重
等
と
設
置
（
変
更
）
許
可
を
受

け
た

弾
性

設
計

用
地

震
動

Ｓ
ｄ

に

よ
る

地
震

力
又

は
静

的
地

震
力

と

の
組

合
せ

に
よ

り
算

定
さ

れ
る

接

地
圧
に
つ
い
て
，
安
全
上
適
切
と
認

め
ら

れ
る

規
格

及
び

基
準

等
に

よ

る
地

盤
の

短
期

許
容

支
持

力
度

を

許
容
限
界
と
す
る
。
 

⑥
-
4，

⑥
-
5【

4
条

8】
 

 

 
屋
外
重
要
土
木
構
造
物
，
津
波
防

護
施
設
，
浸
水
防
止
設
備
及
び
津
波

監
視

設
備

並
び

に
浸

水
防

止
設

備

又
は

津
波

監
視

設
備

が
設

置
さ

れ

た
建
物
・
構
築
物
の
地
盤
に
お
い
て

は
，
自
重
や
運
転
時
の
荷
重
等
と
基

準
地

震
動

Ｓ
ｓ

に
よ

る
地

震
力

と

の
組

合
せ

に
よ

り
算

定
さ

れ
る

接

地
圧
が
，
安
全
上
適
切
と
認
め
ら
れ

る
規

格
及

び
基

準
等

に
よ

る
地

盤

の
極

限
支

持
力

度
に

対
し

て
妥

当

な
余

裕
を

有
す

る
こ

と
を

確
認

す

る
。
 

⑥
-6
，
⑥
-7
，
⑥
-8
【
4
条

9】
 

       

 ⅱ
. 

弾
性

設
計

用
地

震
動

に
よ

る

地
震

力
又

は
静

的
地

震
力

と
の

組

合
せ
⑥
-
4
に
対
す
る
許
容
限
界
 

接
地
圧
に
対
し
て
，
安
全
上
適
切

と
認

め
ら

れ
る

規
格

及
び

基
準

等

に
よ

る
地

盤
の

短
期

許
容

支
持

力

度
を
許
容
限
界
と
す
る
。
⑥
-5
 

     (b
) 
屋
外
重
要
土
木
構
造
物
，
津
波

防
護
施
設
，
浸
水
防
止
設
備
及
び
津

波
監

視
設

備
並

び
に

浸
水

防
止

設

備
が
設
置
さ
れ
た
建
物
・
構
築
物
の

基
礎
地
盤
⑥
-
6 

ⅰ
. 

基
準

地
震

動
に

よ
る

地
震

力

と
の
組
合

せ
⑥
-7

に
対
す
る
許
容

限
界
 

接
地
圧
が
，
安
全
上
適
切
と
認
め

ら
れ

る
規

格
及

び
基

準
等

に
よ

る

地
盤

の
極

限
支

持
力

度
に

対
し

て

妥
当

な
余

裕
を

有
す

る
こ

と
を

確

認
す
る
。
⑥
-
8 

        

 ・
同
趣
旨
の
記
載
で
は
あ
る
が
，

表
現
の
違
い
に
よ
る
差
異
あ
り
。
 

・
要
求
事
項
に
対
す
る
設
計
の
明

確
化
。
 

・
追

加
要

求
事

項
に

よ
る

差
異

あ

り
。
 

      ・
同
趣
旨
の
記
載
で
は
あ
る
が
，

表
現
の
違
い
に
よ
る
差
異
あ
り
。
 

・
要
求
事
項
に
対
す
る
設
計
の
明

確
化
。
 

・
追

加
要

求
事

項
に

よ
る

差
異

あ

り
。
 

               

 原
子
炉
冷
却
系
統
施
設
（
共
通
）
 

1
.
1 

地
盤
 

          原
子
炉
冷
却
系
統
施
設
（
共
通
）
 

1
.
1 

地
盤
 

                   

8



設
計
及

び
工

事
に
係
る
品

質
管
理

の
方
法
等
に

関
す
る
説
明
書
に

係
る
様
式
-7
 

【
第

4
条
 

設
計
基
準
対

象
施
設

の
地
盤
】
 

 

要
求

事
項

と
の

対
比

表
 

4
条
-
8 

様
式
-
7 

赤
色

：
様

式
-6

に
関

す
る

記
載

（
付

番
及

び
下

線
）

 
青

色
：

設
置

変
更

許
可

本
文

及
び

添
付

書
類

八
か

ら
の

引
用

以
外

の
記

載
 

茶
色

：
設

置
変

更
許

可
と

基
本

設
計

方
針

（
後

）
と

の
対

比
 

緑
色

：
技

術
基

準
規

則
と

基
本

設
計

方
針

（
後

）
と

の
対

比
 

紫
色

：
基

本
設

計
方

針
（

前
）

と
基

本
設

計
方

針
（

後
）

と
の

対
比

 

【
○

○
条

○
○

】
：

関
連

す
る

資
料

と
基

本
設

計
方

針
を

紐
づ

け
る

た
め

の
付

番
 

 
＜

関
連

す
る

資
料

＞
 

 
 

・
様

式
-1

へ
の

展
開

表
（

補
足

説
明

資
料

）
 

 
 

・
技

術
基

準
要

求
機

器
リ

ス
ト

（
設

定
根

拠
に

関
す

る
説

明
書

 
別

添
-1
）

 
 

 
 

 
 

 
 

：
前

回
提

出
時

か
ら

の
変

更
箇

所
 

   

実
用
発
電
用
原
子
炉
及
び
そ
の
附
属

施
設
の
技
術
基
準
に
関
す
る
規
則
 

工
事
計
画
認
可
申
請
書
 

基
本
設
計
方
針
（
前
）
 

工
事
計
画
認
可
申
請
書
 

基
本
設
計
方
針
（
後
）
 

設
置
変
更
許
可
申
請
書
 

本
文
 

設
置
変
更
許
可
申
請
書
 

添
付
書
類
八
 

設
置
変
更
許
可
，
技
術
基
準
規
則

及
び
基
本
設
計
方
針
と
の
対
比
 

備
考
 

新
規
追
加
要
求
事
項
の
た
め
，
 

記
載
な
し
。
 

 

             

―
 
以
 
下
 
余
 
白
 
―
 

 

設
計
基
準
対
象
施
設
の
う
ち
，
Ｂ

ク
ラ

ス
及

び
Ｃ

ク
ラ

ス
の

施
設

の

地
盤
に
お
い
て
は
，
自
重
や
運
転
時

の
荷
重
等
と
，
静
的
地
震
力
及
び
動

的
地
震
力
（
Ｂ
ク
ラ
ス
の
共
振
影
響

検
討

に
係

る
も

の
又

は
Ｂ

ク
ラ

ス

の
施

設
の

機
能

を
代

替
す

る
常

設

重
大

事
故

防
止

設
備

の
共

振
影

響

検
討
に
係
る
も
の
）
と
の
組
合
せ
に

よ
り

算
定

さ
れ

る
接

地
圧

に
対

し

て
，
安
全
上
適
切
と
認
め
ら
れ
る
規

格
及

び
基

準
等

に
よ

る
地

盤
の

短

期
許

容
支

持
力

度
を

許
容

限
界

と

す
る
。
 

⑥
-
9，

⑥
-
5【

4
条

1
0】

 

 

―
 
以
 
下
 
余
 
白
 
―
 

 

(c
) 
B
ク
ラ
ス
及
び

C
ク
ラ
ス
の
建

物
・
構
築
物
，
B
ク
ラ
ス
及
び

C
ク

ラ
ス
の
機
器
・
配
管
系
並
び
に
そ
の

他
の
土
木
構
造
物
の
基
礎
地
盤
 

⑥
-9
 

上
記
(a
)ⅱ

．
に
よ
る
許
容
支
持

力
度
を
許
容
限
界
と
す
る
。
 

◇2
(
⑥
-
5)
 

       1.
10

 
発

電
用

原
子

炉
設

置
変

更

許
可

申
請

に
係

る
安

全
設

計
の

方

針
 

1.
10
.
2
 

発
電

用
原

子
炉

設
置

変

更
許
可
申
請
（
平
成

25
年

9
月

2
7

日
申
請
）
に
係
る
実
用
発
電
用
原
子

炉
及
び
そ
の
附
属
施
設
の
位
置
，
構

造
及

び
設

備
の

基
準

に
関

す
る

規

則
へ
の
適
合
 

 （
設
計
基
準
対
象
施
設
の
地
盤
）
 

第
三
条
 
（
条
文
は
省
略
）
 

適
合
の
た
め
の
設
計
方
針
 

1 
に
つ
い
て
 

耐
震
重
要
施
設
に
つ
い
て
は
，
基

準
地

震
動

に
よ

る
地

震
力

が
作

用

し
た
場
合
に
お
い
て
も
，
接
地
圧
に

対
す

る
十

分
な

支
持

力
を

有
す

る

地
盤
に
設
置
す
る
。
◇1
(
①
-
1)
 

・
同
趣
旨
の
記
載
で
は
あ
る
が
，

表
現
の
違
い
に
よ
る
差
異
あ
り
。
 

・
要
求
事
項
に
対
す
る
設
計
の
明

確
化
。
 

・
追

加
要

求
事

項
に

よ
る

差
異

あ

り
。
 

          

―
 
以
 
下
 
余
 
白
 
―
 

 

原
子
炉
冷
却
系
統
施
設
（
共
通
）
 

1
.
1 

地
盤
 

            ⑥
-5

引
用
元
：
P7
 

 

―
 
以
 
下
 
余
 
白
 
―
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設
計
及

び
工

事
に
係
る
品

質
管
理

の
方
法
等
に

関
す
る
説
明
書
に

係
る
様
式
-7
 

【
第

4
条
 

設
計
基
準
対

象
施
設

の
地
盤
】
 

 

要
求

事
項

と
の

対
比

表
 

4
条
-
9 

様
式
-
7 

赤
色

：
様

式
-6

に
関

す
る

記
載

（
付

番
及

び
下

線
）

 
青

色
：

設
置

変
更

許
可

本
文

及
び

添
付

書
類

八
か

ら
の

引
用

以
外

の
記

載
 

茶
色

：
設

置
変

更
許

可
と

基
本

設
計

方
針

（
後

）
と

の
対

比
 

緑
色

：
技

術
基

準
規

則
と

基
本

設
計

方
針

（
後

）
と

の
対

比
 

紫
色

：
基

本
設

計
方

針
（

前
）

と
基

本
設

計
方

針
（

後
）

と
の

対
比

 

【
○

○
条

○
○

】
：

関
連

す
る

資
料

と
基

本
設

計
方

針
を

紐
づ

け
る

た
め

の
付

番
 

 
＜

関
連

す
る

資
料

＞
 

 
 

・
様

式
-1

へ
の

展
開

表
（

補
足

説
明

資
料

）
 

 
 

・
技

術
基

準
要

求
機

器
リ

ス
ト

（
設

定
根

拠
に

関
す

る
説

明
書

 
別

添
-1
）

 
 

 
 

 
 

 
 

：
前

回
提

出
時

か
ら

の
変

更
箇

所
 

   

実
用
発
電
用
原
子
炉
及
び
そ
の
附
属

施
設
の
技
術
基
準
に
関
す
る
規
則
 

工
事
計
画
認
可
申
請
書
 

基
本
設
計
方
針
（
前
）
 

工
事
計
画
認
可
申
請
書
 

基
本
設
計
方
針
（
後
）
 

設
置
変
更
許
可
申
請
書
 

本
文
 

設
置
変
更
許
可
申
請
書
 

添
付
書
類
八
 

設
置
変
更
許
可
，
技
術
基
準
規
則

及
び
基
本
設
計
方
針
と
の
対
比
 

備
考
 

ま
た
，
上
記
に
加
え
，
基
準
地
震

動
に

よ
る

地
震

力
が

作
用

す
る

こ

と
に

よ
っ

て
弱

面
上

の
ず

れ
が

発

生
し
な
い
こ
と
を
含
め
，
基
準
地
震

動
に

よ
る

地
震

力
に

対
す

る
支

持

性
能
を
有
す
る
地
盤
に
設
置
す
る
。

◇1
(②

-1
) 

耐
震

重
要

施
設

以
外

の
設

計
基

準
対
象
施
設
に
つ
い
て
は
，
耐
震
重

要
度

分
類

の
各

ク
ラ

ス
に

応
じ

て

算
定

す
る

地
震

力
が

作
用

し
た

場

合
に
お
い
て
も
，
接
地
圧
に
対
す
る

十
分

な
支

持
力

を
有

す
る

地
盤

に

設
置
す
る
。
◇1
(
①
-2
) 

2 
に
つ
い
て
 

耐
震
重
要
施
設
は
，
地
震
発
生
に

伴
う

地
殻

変
動

に
よ

っ
て

生
じ

る

支
持

地
盤

の
傾

斜
及

び
撓

み
並

び

に
地
震
発
生
に
伴
う
建
物
・
構
築
物

間
の
不
等
沈
下
，
液
状
化
及
び
揺
す

り
込

み
沈

下
等

の
周

辺
地

盤
の

変

状
に
よ
り
，
そ
の
安
全
機
能
が
損
な

わ
れ

る
お

そ
れ

が
な

い
地

盤
に

設

置
す
る
。
◇1
(
④
-
1)
 

3 
に
つ
い
て
 

耐
震
重
要
施
設
は
，
将
来
活
動
す

る
可

能
性

の
あ

る
断

層
等

の
露

頭

が
な
い
地
盤
に
設
置

す
る
。
◇1

(⑤

-1
) 

 

―
 
以
 
下
 
余
 
白
 
―
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設
計
及

び
工

事
に
係
る
品

質
管
理

の
方
法
等
に

関
す
る
説
明
書
に
係

る
様
式
-7
 

【
第

49
条
 

重
大

事
故
等

対
処
施
設
の
地
盤

】
 

 

要
求

事
項

と
の

対
比

表
 

4
9
条
-1
 

様
式
-
7 

赤
色

：
様

式
-
6
に

関
す

る
記

載
（

付
番

及
び

下
線

）
 

青
色

：
設

置
変

更
許

可
本

文
及

び
添

付
書

類
八

か
ら

の
引

用
以

外
の

記
載

 

茶
色

：
設

置
変

更
許

可
と

基
本

設
計

方
針

（
後

）
と

の
対

比
 

緑
色

：
技

術
基

準
規

則
と

基
本

設
計

方
針

（
後

）
と

の
対

比
 

 

【
○

○
条

○
○

】
：

関
連

す
る

資
料

と
基

本
設

計
方

針
を

紐
づ

け
る

た
め

の
付

番
 

 
＜

関
連

す
る

資
料

＞
 

 
 

・
様

式
-
1
へ

の
展

開
表

（
補

足
説

明
資

料
）

 

 
 

・
技

術
基

準
要

求
機

器
リ

ス
ト

（
設

定
根

拠
に

関
す

る
説

明
書

 
別

添
-
1
）
 

 
 

 
 
 

 
 

：
前

回
提

出
時

か
ら

の
変

更
箇

所
 

   

実
用
発
電
用
原
子
炉
及
び
そ
の
附
属

施
設
の
技
術
基
準
に
関
す
る
規
則
 

工
事
計
画
認
可
申
請
書
 

基
本
設
計
方
針
（
後
）
 

設
置
変
更
許
可
申
請
書
 

本
文
 

設
置
変
更
許
可
申
請
書
 

添
付
書
類
八
 

設
置
変
更
許
可
，
技
術
基
準
規
則

及
び
基
本
設
計
方
針
と
の
対
比
 

備
 考

 

 
 

 （
重
大
事
故
等
対
処
施
設
の
地
盤
）
 

第
四

十
九

条
 
重

大
事

故
等

対
処

施

設
は

、
次

に
掲

げ
る

施
設

の
区

分
に

応
じ

、
そ

れ
ぞ

れ
次

に
定

め
る

地
盤

に
施
設
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
 

①
，
⑤
 

 【
解
釈
】
 

第
４

９
条

（
重

大
事

故
等

対
処

施
設

の
地
盤
）
 

１
 
第

４
９

条
の

適
用

に
当

た
っ

て

は
、

第
４

条
の

解
釈

に
準

ず
る

も
の

と
す
る
。
 

①
，
⑤
 

 一
 
重

大
事

故
防

止
設

備
の

う
ち

常

設
の
も
の
（
以
下
「
常
設
重
大
事
故
防

止
設
備
」
と
い
う
。）

で
あ
っ
て
、
耐

震
重

要
施

設
に

属
す

る
設

計
基

準
事

故
対

処
設

備
が

有
す

る
機

能
を

代
替

す
る
も
の
（
以
下
「
常
設
耐
震
重
要
重

大
事
故
防
止
設
備
」
と
い
う
。）

が
設

置
さ

れ
る

重
大

事
故

等
対

処
施

設

（
特

定
重

大
事

故
等

対
処

施
設

を
除

く
。
）

 
基

準
地

震
動

に
よ

る
地

震
力

が
作

用
し

た
場

合
に

お
い

て
も

当
該

重
大

事
故

等
対

処
施

設
を

十
分

に
支

持
す
る
こ
と
が
で
き
る
地
盤
 

①
，
⑤
 

   

                 

重
大
事
故
等
対
処
施
設
の
う
ち
，
常
設
耐
震
重

要
重

大
事

故
防

止
設

備
又

は
常

設
重

大
事

故
緩

和
設

備
が

設
置

さ
れ

る
重

大
事

故
等

対
処

施
設

に
つ

い
て

は
，

自
重

や
運

転
時

の
荷

重
等

に
加

え
，
基
準
地
震
動
Ｓ
ｓ
に
よ
る
地
震
力
が
作
用
し

た
場
合
に
お
い
て
も
，
接
地
圧
に
対
す
る
十
分
な

支
持
力
を
有
す
る
地
盤
に
設
置
す
る
。
 

①
-1
【
4
9
条

1
】
 

 ま
た
，
上
記
に
加
え
，
基
準
地
震
動
Ｓ
ｓ
に
よ

る
地

震
力

が
作

用
す

る
こ

と
に

よ
っ

て
弱

面
上

の
ず
れ
が
発
生
し
な
い
地
盤
と
し
て
，
設
置
（
変

更
）
許
可
を
受
け
た
地
盤
に
設
置
す
る
。
 

②
-1
【
4
9
条

2
】
 

   

イ
 
発
電
用
原
子
炉
施
設
の
位
置
 

 
(
1)
 敷

地
の
面
積
及
び

形
状
 

発
電
用
原
子
炉
施
設
を
設
置
す
る
敷
地
は
，
新

潟
県

柏
崎

市
と

刈
羽

郡
刈

羽
村

に
ま

た
が

る
日

本
海
に
面
し
た
標
高
（
T
.M
.S
.
L
.）

60
m
前
後
の

な
だ
ら
か
な
丘
陵
地
で
あ
り
，
敷
地
両
端
の
凸
部

と
そ

れ
ら

の
間

に
は

さ
ま

れ
る

凹
地

か
ら

な
っ

て
お
り
，
周
辺
部
の
丘
陵
地
は
松
林
に
覆
わ
れ
て

い
る

が
，

中
央

部
の

凹
地

は
砂

丘
不

毛
地

で
あ

る
。
□1
 

敷
地
内
の
地
質
は
，
新
第
三
紀
層
及
び
そ
れ
ら

を
不
整
合
で
覆
う
第
四
紀
層
か
ら
な
る
。
□1

 

敷
地

の
形

状
は

汀
線

を
長

軸
と

し
た

ほ
ぼ

半

楕
円
形
で
あ
り
，
敷
地
全
体
の
広
さ
は
約

42
0
万

m
2
で
あ
る
。
□1
 

  

常
設

耐
震

重
要

重
大

事
故

防
止

設
備

又
は

常

設
重

大
事

故
緩

和
設

備
が

設
置

さ
れ

る
重

大
事

故
等
対
処
施
設
に
つ
い
て
は
，
基
準
地
震
動
に
よ

る
地
震
力
が
作
用
し
た
場
合
に
お
い
て
も
，
接
地

圧
に

対
す

る
十

分
な

支
持

力
を

有
す

る
地

盤
に

設
置
す
る
。
 

①
-1
 

 

 

ま
た
，
上
記
に
加
え
，
基
準
地
震
動
に
よ
る
地

震
力

が
作

用
す

る
こ

と
に

よ
っ

て
弱

面
上

の
ず

れ
が
発
生
し
な
い
こ
と
を
含
め
，
基
準
地
震
動
に

よ
る

地
震

力
に

対
す

る
支

持
性

能
を

有
す

る
地

盤
に
設
置
す
る
。
②
-1
 

   

1
.
 安

全
設
計
 

1
.
4.
2
  

重
大
事
故
等
対
処
施
設
の
耐
震
設
計
 

1
.
4.
2
.1
 
 
重

大
事

故
等

対
処

施
設

の
耐

震
設

計
の
基
本
方
針
 

重
大
事
故
等
対
処
施
設
に
つ
い
て
は
，
設
計
基

準
対

象
施

設
の

耐
震

設
計

に
お

け
る

動
的

地
震

力
又

は
静

的
地

震
力

に
対

す
る

設
計

方
針

を
踏

襲
し

，
重

大
事

故
等

対
処

施
設

の
構

造
上

の
特

徴
，
重
大
事
故
等
に
お
け
る
運
転
状
態
，
重
大
事

故
等

時
の

状
態

で
施

設
に

作
用

す
る

荷
重

等
を

考
慮
し
，
適
用
す
る
地
震
力
に
対
し
て
重
大
事
故

等
に

対
処

す
る

た
め

に
必

要
な

機
能

が
損

な
わ

れ
る
お
そ
れ
が
な
い
こ
と
を
目
的
と
し
て
，
設
備

分
類
に
応
じ
て
，
以
下
の
項
目
に
従
っ
て
耐
震
設

計
を
行
う
。
◇2
 

(
1
) 

常
設

耐
震
重

要
重
大
事
故

防
止
設
備

が
設

置
さ
れ
る
重
大
事
故
等
対
処
施
設
（
特
定
重
大
事

故
等
対
処
施
設
を
除
く
。
）
 

基
準
地
震
動
に
よ
る
地
震
力
に
対
し
て
，
重
大

事
故

に
至

る
お

そ
れ

が
あ

る
事

故
に

対
処

す
る

た
め

に
必

要
な

機
能

が
損

な
わ

れ
る

お
そ

れ
が

な
い
よ
う
に
設
計
す
る
。
◇2

 

(
2
) 

常
設

耐
震
重

要
重
大
事
故

防
止
設
備

以
外

の
常

設
重

大
事

故
防

止
設

備
が

設
置

さ
れ

る
重

大
事
故
等
対
処
施
設
（
特
定
重
大
事
故
等
対
処
施

設
を
除
く
。）

 

代
替

す
る

機
能

を
有

す
る

設
計

基
準

事
故

対

処
設

備
が

属
す

る
耐

震
重

要
度

分
類

の
ク

ラ
ス

に
適

用
さ

れ
る

地
震

力
に

十
分

に
耐

え
る

こ
と

が
で
き
る
よ
う
に
設
計
す
る
。
◇2
 

(
3
) 

常
設

重
大
事

故
緩
和
設
備

又
は
常
設

重
大

事
故
緩
和
設
備
（
設
計
基
準
拡
張
）
が
設
置
さ
れ

る
重
大
事
故
等
対
処
施
設
（
特
定
重
大
事
故
等
対

処
施
設
を
除
く
。）

 

                 ・
同
趣
旨
の
記
載
で
は
あ
る
が
，

表
現
の
違
い
に
よ
る
差
異
あ
り
。
 

・
要

求
事

項
に

対
す

る
設

計
の

明

確
化
。
 

     ・
同
趣
旨
の
記
載
で
は
あ
る
が
，
表

現
の
違
い
に
よ
る
差
異
あ
り
。
 

・
設

置
変

更
許

可
と

整
合

を
図

る

た
め
記
載
。
 

    

                 原
子
炉
冷

却
系

統
施

設
（

共
通
）

 

1
.1
 
地
盤

 

       原
子
炉
冷

却
系

統
施

設
（

共
通
）

 

1
.1
 
地
盤

 

      

11



設
計
及

び
工

事
に
係
る
品

質
管
理

の
方
法
等
に

関
す
る
説
明
書
に
係

る
様
式
-7
 

【
第

49
条
 

重
大

事
故
等

対
処
施
設
の
地
盤

】
 

 

要
求

事
項

と
の

対
比

表
 

4
9
条
-2
 

様
式
-
7 

赤
色

：
様

式
-
6
に

関
す

る
記

載
（

付
番

及
び

下
線

）
 

青
色

：
設

置
変

更
許

可
本

文
及

び
添

付
書

類
八

か
ら

の
引

用
以

外
の

記
載

 

茶
色

：
設

置
変

更
許

可
と

基
本

設
計

方
針

（
後

）
と

の
対

比
 

緑
色

：
技

術
基

準
規

則
と

基
本

設
計

方
針

（
後

）
と

の
対

比
 

 

【
○

○
条

○
○

】
：

関
連

す
る

資
料

と
基

本
設

計
方

針
を

紐
づ

け
る

た
め

の
付

番
 

 
＜

関
連

す
る

資
料

＞
 

 
 

・
様

式
-
1
へ

の
展

開
表

（
補

足
説

明
資

料
）

 

 
 

・
技

術
基

準
要

求
機

器
リ

ス
ト

（
設

定
根

拠
に

関
す

る
説

明
書

 
別

添
-
1
）
 

 
 

 
 
 

 
 

：
前

回
提

出
時

か
ら

の
変

更
箇

所
 

   

実
用
発
電
用
原
子
炉
及
び
そ
の
附
属

施
設
の
技
術
基
準
に
関
す
る
規
則
 

工
事
計
画
認
可
申
請
書
 

基
本
設
計
方
針
（
後
）
 

設
置
変
更
許
可
申
請
書
 

本
文
 

設
置
変
更
許
可
申
請
書
 

添
付
書
類
八
 

設
置
変
更
許
可
，
技
術
基
準
規
則

及
び
基
本
設
計
方
針
と
の
対
比
 

備
 考

 

二
 
常

設
耐

震
重

要
重

大
事

故
防

止

設
備

以
外

の
常

設
重

大
事

故
防

止
設

備
が

設
置

さ
れ

る
重

大
事

故
等

対
処

施
設

（
特

定
重

大
事

故
等

対
処

施
設

を
除

く
。
）

 
設

置
許

可
基

準
規

則
第

四
条

第
二

項
の

規
定

に
よ

り
算

定
す

る
地

震
力

が
作

用
し

た
場

合
に

お
い

て
も

当
該

重
大

事
故

等
対

処
施

設
を

十
分

に
支

持
す

る
こ

と
が

で
き

る
地

盤
 

①
，
⑤
 

 三
 
重

大
事

故
緩

和
設

備
の

う
ち

常

設
の
も
の
（
以
下
「
常
設
重
大
事
故
緩

和
設
備
」
と
い
う
。
）
が
設
置
さ
れ
る

重
大

事
故

等
対

処
施

設
（

特
定

重
大

事
故

等
対

処
施

設
を

除
く

。
）

 
基

準

地
震

動
に

よ
る

地
震

力
が

作
用

し
た

場
合

に
お

い
て

も
当

該
重

大
事

故
等

対
処

施
設

を
十

分
に

支
持

す
る

こ
と

が
で
き
る
地
盤
 

①
，
⑤
 

 四
 
特

定
重

大
事

故
等

対
処

施
設

 
設

置
許

可
基

準
規

則
第

四
条

第
二

項
の

規
定

に
よ

り
算

定
す

る
地

震
力

が
作

用
し

た
場

合
及

び
基

準
地

震
動

に
よ

る
地

震
力

が
作

用
し

た
場

合
に

お
い

て
も

当
該

特
定

重
大

事
故

等
対

処
施

設
を

十
分

に
支

持
す

る
こ

と
が

で
き

る
地
盤
 

 

―
 
以
 
下
 
余
 
白
 
―
 

 

重
大
事
故
等
対
処
施
設
の
う
ち
，
常
設
耐
震
重

要
重

大
事

故
防

止
設

備
以

外
の

常
設

重
大

事
故

防
止

設
備

が
設

置
さ

れ
る

重
大

事
故

等
対

処
施

設
に
つ
い
て
は
，
自
重
や
運
転
時
の
荷
重
等
に
加

え
，
代
替
す
る
機
能
を
有
す
る
設
計
基
準
事
故
対

処
設

備
が

属
す

る
耐

震
重

要
度

分
類

の
各

ク
ラ

ス
に

応
じ

て
算

定
す

る
地

震
力

が
作

用
し

た
場

合
に
お
い
て
も
，
接
地
圧
に
対
す
る
十
分
な
支
持

力
を
有
す
る
地
盤
に
設
置
す
る
。
 

①
-2
【
4
9
条

3
】
 

       

   
重
大
事
故
等
対
処
施
設
の
う
ち
，
常
設
耐
震
重

要
重

大
事

故
防

止
設

備
又

は
常

設
重

大
事

故
緩

和
設

備
が

設
置

さ
れ

る
重

大
事

故
等

対
処

施
設

は
，
地
震
発
生
に
伴
う
地
殻
変
動
に
よ
っ
て
生
じ

る
支

持
地

盤
の

傾
斜

及
び

撓
み

並
び

に
地

震
発

生
に
伴
う
建
物
・
構
築
物
間
の
不
等
沈
下
，
液
状

化
及

び
揺

す
り

込
み

沈
下

等
の

周
辺

地
盤

の
変

状
に
よ
り
，
重
大
事
故
に
至
る
お
そ
れ
が
あ
る
事

故
（
運
転
時
の
異
常
な
過
渡
変
化
及
び
設
計
基
準

事
故
を
除
く
。）

又
は
重
大
事
故
（
以
下
「
重
大

事
故
等
」
と
い
う
。
）
に
対
処
す
る
た
め
に
必
要

な
機

能
が

損
な

わ
れ

る
お

そ
れ

が
な

い
地

盤
と

し
て
，
設
置
（
変
更
）
許
可
を
受
け
た
地
盤
に
設

置
す
る
。
 

③
-1
【
4
9
条

4
】
 

常
設

耐
震

重
要

重
大

事
故

防
止

設
備

以
外

の

常
設

重
大

事
故

防
止

設
備

が
設

置
さ

れ
る

重
大

事
故
等
対
処
施
設
に
つ
い
て
は
，
代
替
す
る
機
能

を
有

す
る

設
計

基
準

事
故

対
処

設
備

が
属

す
る

耐
震

重
要

度
分

類
の

各
ク

ラ
ス

に
応

じ
て

算
定

す
る
地
震
力
が
作
用
し
た
場
合
に
お
い
て
も
，
接

地
圧

に
対

す
る

十
分

な
支

持
力

を
有

す
る

地
盤

に
設
置
す
る
。
 

①
-2
 

        

  

常
設

耐
震

重
要

重
大

事
故

防
止

設
備

又
は

常

設
重

大
事

故
緩

和
設

備
が

設
置

さ
れ

る
重

大
事

故
等
対
処
施
設
は
，
地
震
発
生
に
伴
う
地
殻
変
動

に
よ

っ
て

生
じ

る
支

持
地

盤
の

傾
斜

及
び

撓
み

並
び
に
地
震
発
生
に
伴
う
建
物
・
構
築
物
間
の
不

等
沈
下
，
液
状
化
及
び
揺
す
り
込
み
沈
下
等
の
周

辺
地
盤
の
変
状
に
よ
り
，
重
大
事
故
に
至
る
お
そ

れ
が
あ
る
事
故
（
運
転
時
の
異
常
な
過
渡
変
化
及

び
設
計
基
準
事
故
を
除
く
。
）
又
は
重
大
事
故
（
以

下
「
重
大
事
故
等
」
と
い
う
。）

に
対
処
す
る
た

め
に

必
要

な
機

能
が

損
な

わ
れ

る
お

そ
れ

が
な

い
地
盤
に
設
置
す
る
。
③
-
1 

   

基
準
地
震
動
に
よ
る
地
震
力
に
対
し
て
，
重
大

事
故

に
対

処
す

る
た

め
に

必
要

な
機

能
が

損
な

わ
れ
る
お
そ
れ
が
な
い
よ
う
に
設
計
す
る
。
◇2

 

な
お
，
本
施
設
と
(2
)の

両
方
に
属
す
る
重
大

事
故
等
対
処
施
設
に
つ
い
て
は
，
基
準
地
震
動
に

よ
る
地
震
力
を
適
用
す
る
も
の
と
す
る
。
◇2

 

(
4
) 

常
設

重
大
事

故
防
止
設
備

（
設
計
基

準
拡

張
）
が
設
置
さ
れ
る
重
大
事
故
等
対
処
施
設
（
特

定
重
大
事
故
等
対
処
施
設
を
除
く
。）

 

当
該

設
備

が
属

す
る

耐
震

重
要

度
分

類
の

ク

ラ
ス

に
適

用
さ

れ
る

地
震

力
に

十
分

に
耐

え
る

こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
設
計
す
る
。
◇2

 

(
5
) 
可
搬
型
重
大
事
故
等
対
処
設
備
 

地
震
に
よ
る
周
辺
斜
面
の
崩
壊
，
溢
水
，
火
災

等
の

影
響

を
受

け
な

い
場

所
に

適
切

に
保

管
す

る
。
◇2
 

(
6
) 
常
設
耐
震
重
要
重
大
事
故
防
止
設
備
，
常
設

重
大

事
故

緩
和

設
備

又
は

常
設

重
大

事
故

緩
和

設
備
（
設
計
基
準
拡
張
）
が
設
置
さ
れ
る
重
大
事

故
等
対
処
施
設
に
つ
い
て
は
，
基
準
地
震
動
に
よ

る
地
震
力
が
作
用
し
た
場
合
に
お
い
て
も
，
接
地

圧
に

対
す

る
十

分
な

支
持

力
を

有
す

る
地

盤
に

設
置
す
る
。
◇1
(
①
-1
) 

ま
た
，
常
設
耐
震
重
要
重
大
事
故
防
止
設
備
以

外
の

常
設

重
大

事
故

防
止

設
備

が
設

置
さ

れ
る

重
大
事
故
等
対
処
施
設
に
つ
い
て
は
，
代
替
す
る

機
能

を
有

す
る

設
計

基
準

事
故

対
処

設
備

が
属

す
る

耐
震

重
要

度
分

類
の

ク
ラ

ス
に

適
用

さ
れ

る
地
震
力
，
常
設
重
大
事
故
防
止
設
備
（
設
計
基

準
拡
張
）
が
設
置
さ
れ
る
重
大
事
故
等
対
処
施
設

に
つ
い
て
は
，
当
該
設
備
が
属
す
る
耐
震
重
要
度

分
類

の
ク

ラ
ス

に
適

用
さ

れ
る

地
震

力
が

作
用

し
た
場
合
に
お
い
て
も
，
接
地
圧
に
対
す
る
十
分

な
支
持
力
を
有
す
る
地
盤
に
設
置
す
る
。
◇1

(
①

・
同
趣
旨
の
記
載
で
は
あ
る
が
，

表
現
の
違
い
に
よ
る
差
異
あ
り
。
 

・
要

求
事

項
に

対
す

る
設

計
の

明

確
化
。
 

               ・
同
趣
旨
の
記
載
で
は
あ
る
が
，
表

現
の
違
い
に
よ
る
差
異
あ
り
。
 

・
設

置
変

更
許

可
と

整
合

を
図

る

た
め
記
載
。
 

           

原
子
炉
冷

却
系

統
施

設
（

共
通
）

 

1
.1
 
地
盤

 

                 原
子
炉
冷

却
系

統
施

設
（

共
通
）

 

1
.1
 
地
盤

 

             

12



設
計
及

び
工

事
に
係
る
品

質
管
理

の
方
法
等
に

関
す
る
説
明
書
に
係

る
様
式
-7
 

【
第

49
条
 

重
大

事
故
等

対
処
施
設
の
地
盤

】
 

 

要
求

事
項

と
の

対
比

表
 

4
9
条
-3
 

様
式
-
7 

赤
色

：
様

式
-
6
に

関
す

る
記

載
（

付
番

及
び

下
線

）
 

青
色

：
設

置
変

更
許

可
本

文
及

び
添

付
書

類
八

か
ら

の
引

用
以

外
の

記
載

 

茶
色

：
設

置
変

更
許

可
と

基
本

設
計

方
針

（
後

）
と

の
対

比
 

緑
色

：
技

術
基

準
規

則
と

基
本

設
計

方
針

（
後

）
と

の
対

比
 

 

【
○

○
条

○
○

】
：

関
連

す
る

資
料

と
基

本
設

計
方

針
を

紐
づ

け
る

た
め

の
付

番
 

 
＜

関
連

す
る

資
料

＞
 

 
 

・
様

式
-
1
へ

の
展

開
表

（
補

足
説

明
資

料
）

 

 
 

・
技

術
基

準
要

求
機

器
リ

ス
ト

（
設

定
根

拠
に

関
す

る
説

明
書

 
別

添
-
1
）
 

 
 

 
 
 

 
 

：
前

回
提

出
時

か
ら

の
変

更
箇

所
 

   

実
用
発
電
用
原
子
炉
及
び
そ
の
附
属

施
設
の
技
術
基
準
に
関
す
る
規
則
 

工
事
計
画
認
可
申
請
書
 

基
本
設
計
方
針
（
後
）
 

設
置
変
更
許
可
申
請
書
 

本
文
 

設
置
変
更
許
可
申
請
書
 

添
付
書
類
八
 

設
置
変
更
許
可
，
技
術
基
準
規
則

及
び
基
本
設
計
方
針
と
の
対
比
 

備
 考

 

 

重
大
事
故
等
対
処
施
設
の
う
ち
，
常
設
耐
震
重

要
重

大
事

故
防

止
設

備
又

は
常

設
重

大
事

故
緩

和
設

備
が

設
置

さ
れ

る
重

大
事

故
等

対
処

施
設

は
，
将
来
活
動
す
る
可
能
性
の
あ
る
断
層
等
の
露

頭
が
な
い
地
盤
と
し
て
，
設
置
（
変
更
）
許
可
を

受
け
た
地
盤
に
設
置
す
る
。
 

④
-1
【
4
9
条

5
】
 

                          

 常
設

耐
震

重
要

重
大

事
故

防
止

設
備

又
は

常

設
重

大
事

故
緩

和
設

備
が

設
置

さ
れ

る
重

大
事

故
等
対
処
施
設
は
，
将
来
活
動
す
る
可
能
性
の
あ

る
断
層
等
の
露
頭
が
な
い
地
盤
に
設
置
す
る
。
④

-
1
  常

設
耐

震
重

要
重

大
事

故
防

止
設

備
又

は
常

設
重

大
事

故
緩

和
設

備
が

設
置

さ
れ

る
重

大
事

故
等
対
処
施
設
に
つ
い
て
は
，
基
準
地
震
動
に
よ

る
地

震
力

に
よ

っ
て

生
じ

る
お

そ
れ

が
あ

る
周

辺
の
斜
面
の
崩
壊
に
対
し
て
，
重
大
事
故
等
に
対

処
す

る
た

め
に

必
要

な
機

能
が

損
な

わ
れ

る
お

そ
れ
が
な
い
場
所
に
設
置
す
る
。
□2
 

 

―
 
以
 
下
 
余
 
白
 
―
 

 

-
2
) 

(
7
) 

重
大

事
故
等

対
処
施
設
に

適
用
す
る

動
的

地
震
力
は
，
水
平

2
方
向
及
び
鉛
直
方
向
に
つ
い

て
適

切
に

組
み

合
わ

せ
て

算
定

す
る

も
の

と
す

る
。
◇2
 

な
お
，
水
平

2
方
向
及
び
鉛
直
方
向
の
地
震
力

が
同
時
に
作
用
し
，
影
響
が
考
え
ら
れ
る
施
設
，

設
備

に
つ

い
て

は
許

容
限

界
の

範
囲

内
に

留
ま

る
こ
と
を
確
認
す
る
。
◇2
 

(
8
) 
常
設
耐
震
重
要
重
大
事
故
防
止
設
備
，
常
設

重
大
事
故
緩
和
設
備
，
常
設
重
大
事
故
防
止
設
備

（
設
計
基
準
拡
張
）
（
当
該
設
備
が
属
す
る
耐
震

重
要
度
分
類
が

S
ク
ラ
ス
の
も
の
）
又
は
常
設
重

大
事
故
緩
和
設
備
（
設
計
基
準
拡
張
）
が
設
置
さ

れ
る
重
大
事
故
等
対
処
施
設
の
土
木
構
造
物
は
，

基
準
地
震
動
に
よ
る
地
震
力
に
対
し
て
，
重
大
事

故
等

に
対

処
す

る
た

め
に

必
要

な
機

能
が

損
な

わ
れ
る
お
そ
れ
が
な
い
よ
う
に
設
計
す
る
。
◇2

 

(
9
) 

重
大

事
故
等

対
処
施
設
を

津
波
か
ら

防
護

す
る
た
め
の
津
波
防
護
施
設
，
浸
水
防
止
設
備
及

び
津

波
監

視
設

備
並

び
に

浸
水

防
止

設
備

が
設

置
さ
れ
た
建
物
・
構
築
物
は
，
基
準
地
震
動
に
よ

る
地
震
力
に
対
し
て
，
そ
れ
ぞ
れ
の
施
設
及
び
設

備
に

要
求

さ
れ

る
機

能
が

保
持

で
き

る
よ

う
に

設
計
す
る
こ
と
と
し
，「

1.
4
.1
 
設
計
基
準
対
象

施
設
の
耐
震
設
計
」
に
示
す
津
波
防
護
施
設
，
浸

水
防

止
設

備
及

び
津

波
監

視
設

備
並

び
に

浸
水

防
止
設
備
が
設
置
さ
れ
た
建
物
・
構
築
物
の
設
計

方
針
に
基
づ
き
設
計
す
る
。
◇2
 

(
1
0)
 
 常

設
耐
震
重
要
重
大
事
故
防
止
設
備
，

常
設
重
大
事
故
緩
和
設
備
，
常
設
重
大
事
故
防
止

設
備
（
設
計
基
準
拡
張
）（

当
該
設
備
が
属
す
る

耐
震
重
要
度
分
類
が

S
ク
ラ
ス
の
も
の
）
又
は
常

設
重
大
事
故
緩
和
設
備
（
設
計
基
準
拡
張
）
が
設

 ・
同
趣
旨
の
記
載
で
は
あ
る
が
，
表

現
の
違
い
に
よ
る
差
異
あ
り
。
 

・
設

置
変

更
許

可
と

整
合

を
図

る

た
め
記
載
。
 

                             

 原
子
炉
冷

却
系

統
施

設
（

共
通
）

 

1
.1
 
地
盤
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設
計
及

び
工

事
に
係
る
品

質
管
理

の
方
法
等
に

関
す
る
説
明
書
に
係

る
様
式
-7
 

【
第

49
条
 

重
大

事
故
等

対
処
施
設
の
地
盤

】
 

 

要
求

事
項

と
の

対
比

表
 

4
9
条
-4
 

様
式
-
7 

赤
色

：
様

式
-
6
に

関
す

る
記

載
（

付
番

及
び

下
線

）
 

青
色

：
設

置
変

更
許

可
本

文
及

び
添

付
書

類
八

か
ら

の
引

用
以

外
の

記
載

 

茶
色

：
設

置
変

更
許

可
と

基
本

設
計

方
針

（
後

）
と

の
対

比
 

緑
色

：
技

術
基

準
規

則
と

基
本

設
計

方
針

（
後

）
と

の
対

比
 

 

【
○

○
条

○
○

】
：

関
連

す
る

資
料

と
基

本
設

計
方

針
を

紐
づ

け
る

た
め

の
付

番
 

 
＜

関
連

す
る

資
料

＞
 

 
 

・
様

式
-
1
へ

の
展

開
表

（
補

足
説

明
資

料
）

 

 
 

・
技

術
基

準
要

求
機

器
リ

ス
ト

（
設

定
根

拠
に

関
す

る
説

明
書

 
別

添
-
1
）
 

 
 

 
 
 

 
 

：
前

回
提

出
時

か
ら

の
変

更
箇

所
 

   

実
用
発
電
用
原
子
炉
及
び
そ
の
附
属

施
設
の
技
術
基
準
に
関
す
る
規
則
 

工
事
計
画
認
可
申
請
書
 

基
本
設
計
方
針
（
後
）
 

設
置
変
更
許
可
申
請
書
 

本
文
 

設
置
変
更
許
可
申
請
書
 

添
付
書
類
八
 

設
置
変
更
許
可
，
技
術
基
準
規
則

及
び
基
本
設
計
方
針
と
の
対
比
 

備
 考

 

                                  

置
さ
れ
る
重
大
事
故
等
対
処
施
設
が
，
B
ク
ラ
ス

及
び

C
ク
ラ
ス
の
施
設
，
常
設
耐
震
重
要
重
大
事

故
防

止
設

備
以

外
の

常
設

重
大

事
故

防
止

設
備

又
は

常
設

重
大

事
故

防
止

設
備

（
設

計
基

準
拡

張
）（

当
該
設
備
が
属
す
る
耐
震
重
要
度
分
類
が

B
ク
ラ
ス
又
は

C
ク
ラ
ス
の
も
の
）
が
設
置
さ
れ

る
重
大
事
故
等
対
処
施
設
，
可
搬
型
重
大
事
故
等

対
処
設
備
，
常
設
重
大
事
故
防
止
設
備
及
び
常
設

重
大

事
故

緩
和

設
備

並
び

に
常

設
重

大
事

故
防

止
設
備
（
設
計
基
準
拡
張
）
及
び
常
設
重
大
事
故

緩
和
設
備
（
設
計
基
準
拡
張
）
の
い
ず
れ
に
も
属

さ
な

い
常

設
の

重
大

事
故

等
対

処
施

設
の

波
及

的
影
響
に
よ
っ
て
，
重
大
事
故
等
に
対
処
す
る
た

め
に

必
要

な
機

能
を

損
な

わ
な

い
よ

う
に

設
計

す
る
。
◇2
 

(
1
1)

 
重

大
事

故
等

対
処

施
設

の
構

造
計

画
及

び
配
置
計
画
に
際
し
て
は
，
地
震
の
影
響
が
低
減

さ
れ
る
よ
う
に
考
慮
す
る
。
◇2
 

(
1
2)
 
緊

急
時

対
策

所
の

耐
震

設
計

の
基

本
方

針
に
つ
い
て
は
，「

1
.4
.
2.
7 

緊
急
時
対
策
所
」

に
示
す
。
◇2

 

(
1
3)
 

常
設

耐
震

重
要

重
大
事

故
防

止
設

備
，

常
設
重
大
事
故
緩
和
設
備
，
常
設
重
大
事
故
防
止

設
備
（
設
計
基
準
拡
張
）（

当
該
設
備
が
属
す
る

耐
震
重
要
度
分
類
が

S
ク
ラ
ス
の
も
の
）
又
は
常

設
重
大
事
故
緩
和
設
備
（
設
計
基
準
拡
張
）
が
設

置
さ
れ
る
重
大
事
故
等
対
処
施
設
は
，
地
震
動
及

び
地

殻
変

動
に

よ
る

基
礎

地
盤

の
傾

斜
が

基
本

設
計
段
階
の
目
安
値
で
あ
る

1
/2
,
00
0
を
上
回

る
場
合
，
傾
斜
に
対
す
る
影
響
を
地
震
力
に
考
慮

す
る
。
◇2
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設
計
及

び
工

事
に
係
る
品

質
管
理

の
方
法
等
に

関
す
る
説
明
書
に
係

る
様
式
-7
 

【
第

49
条
 

重
大

事
故
等

対
処
施
設
の
地
盤

】
 

 

要
求

事
項

と
の

対
比

表
 

4
9
条
-5
 

様
式
-
7 

赤
色

：
様

式
-
6
に

関
す

る
記

載
（

付
番

及
び

下
線

）
 

青
色

：
設

置
変

更
許

可
本

文
及

び
添

付
書

類
八

か
ら

の
引

用
以

外
の

記
載

 

茶
色

：
設

置
変

更
許

可
と

基
本

設
計

方
針

（
後

）
と

の
対

比
 

緑
色

：
技

術
基

準
規

則
と

基
本

設
計

方
針

（
後

）
と

の
対

比
 

 

【
○

○
条

○
○

】
：

関
連

す
る

資
料

と
基

本
設

計
方

針
を

紐
づ

け
る

た
め

の
付

番
 

 
＜

関
連

す
る

資
料

＞
 

 
 

・
様

式
-
1
へ

の
展

開
表

（
補

足
説

明
資

料
）

 

 
 

・
技

術
基

準
要

求
機

器
リ

ス
ト

（
設

定
根

拠
に

関
す

る
説

明
書

 
別

添
-
1
）
 

 
 

 
 
 

 
 

：
前

回
提

出
時

か
ら

の
変

更
箇

所
 

   

実
用
発
電
用
原
子
炉
及
び
そ
の
附
属

施
設
の
技
術
基
準
に
関
す
る
規
則
 

工
事
計
画
認
可
申
請
書
 

基
本
設
計
方
針
（
後
）
 

設
置
変
更
許
可
申
請
書
 

本
文
 

設
置
変
更
許
可
申
請
書
 

添
付
書
類
八
 

設
置
変
更
許
可
，
技
術
基
準
規
則

及
び
基
本
設
計
方
針
と
の
対
比
 

備
 考

 

           重
大
事
故
等
対
処
施
設
の
う
ち
，
常
設
耐
震
重

要
重
大
事
故
防
止
設
備
，
常
設
重
大
事
故
緩
和
設

備
，
常
設
重
大
事
故
防
止
設
備
（
設
計
基
準
拡
張
）

（
当

該
設

備
が

属
す

る
耐

震
重

要
度

分
類

が
S

ク
ラ
ス
の
も
の
）
又
は
常
設
重
大
事
故
緩
和
設
備

（
設
計
基
準
拡
張
）
が
設
置
さ
れ
る
重
大
事
故
等

対
処
施
設
の
建
物
・
構
築
物
及
び
土
木
構
造
物
の

地
盤

の
接

地
圧

に
対

す
る

支
持

力
の

許
容

限
界

に
つ
い
て
，
自
重
や
運
転
時
の
荷
重
等
と
基
準
地

震
動

Ｓ
ｓ

に
よ

る
地

震
力

と
の

組
合

せ
に

よ
り

算
定
さ
れ
る
接
地
圧
が
，
安
全
上
適
切
と
認
め
ら

れ
る

規
格

及
び

基
準

等
に

よ
る

地
盤

の
極

限
支

持
力

度
に

対
し

て
妥

当
な

余
裕

を
有

す
る

こ
と

を
確
認
す
る
。
⑤
-
1
【
4
9
条

6
】
 

         

1
.
4.
2
.4
  

荷
重
の
組
合
せ
と
許
容
限
界
 

重
大

事
故

等
対

処
施

設
の

耐
震

設
計

に
お

け

る
荷
重
の
組
合
せ
と
許
容
限
界
は
以
下
に
よ
る
。
 

(
4
) 
許
容
限
界
 

各
施

設
の

地
震

力
と

他
の

荷
重

と
を

組
み

合

わ
せ

た
状

態
に

対
す

る
許

容
限

界
は

次
の

と
お

り
と
し
，
安
全
上
適
切
と
認
め
ら
れ
る
規
格
及
び

基
準

又
は

試
験

等
で

妥
当

性
が

確
認

さ
れ

て
い

る
許
容
応
力
等
を
用
い
る
。
◇2
 

 c
.
基
礎
地
盤
の
支
持
性
能
 

(
a
) 
常
設
耐
震
重
要
重
大
事
故
防
止
設
備
，
常
設

重
大
事
故
緩
和
設
備
，
常
設
重
大
事
故
防
止
設
備

（
設
計
基
準
拡
張
）
（
当
該
設
備
が
属
す
る
耐
震

重
要
度
分
類
が

S
ク
ラ
ス
の
も
の
）
又
は
常
設
重

大
事
故
緩
和
設
備
（
設
計
基
準
拡
張
）
が
設
置
さ

れ
る
重
大
事
故
等
対
処
施
設
の
建
物
・
構
築
物
，

機
器
・
配
管
系
及
び
土
木
構
造
物
の
基
礎
地
盤
 

「
1
.4
.1
.
4 

荷
重
の
組
合
せ
と
許
容
限
界
」

の
「
(
4)
 
許
容
限
界
」
に
示
す

S
ク
ラ
ス
の
建

物
・
構
築
物
及
び

S
ク
ラ
ス
の
機
器
・
配
管
系
，

屋
外
重
要
土
木
構
造
物
，
津
波
防
護
施
設
，
浸
水

防
止

設
備

及
び

津
波

監
視

設
備

並
び

に
浸

水
防

止
設
備
が
設
置
さ
れ
た
建
物
・
構
築
物
の
基
礎
地

盤
の

基
準

地
震

動
に

よ
る

地
震

力
と

の
組

合
せ

⑤
-1

に
対
す
る
許
容
限
界
を
適
用
す
る
。
◇3

 

        

           ・
同
趣
旨
の
記
載
で
は
あ
る
が
，

表
現
の
違
い
に
よ
る
差
異
あ
り
。
 

・
要

求
事

項
に

対
す

る
設

計
の

明

確
化
。
 

           

       

 

           原
子
炉
冷

却
系

統
施

設
（

共
通
）

 

1
.1
 
地
盤
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設
計
及

び
工

事
に
係
る
品

質
管
理

の
方
法
等
に

関
す
る
説
明
書
に
係

る
様
式
-7
 

【
第

49
条
 

重
大

事
故
等

対
処
施
設
の
地
盤

】
 

 

要
求

事
項

と
の

対
比

表
 

4
9
条
-6
 

様
式
-
7 

赤
色

：
様

式
-
6
に

関
す

る
記

載
（

付
番

及
び

下
線

）
 

青
色

：
設

置
変

更
許

可
本

文
及

び
添

付
書

類
八

か
ら

の
引

用
以

外
の

記
載

 

茶
色

：
設

置
変

更
許

可
と

基
本

設
計

方
針

（
後

）
と

の
対

比
 

緑
色

：
技

術
基

準
規

則
と

基
本

設
計

方
針

（
後

）
と

の
対

比
 

 

【
○

○
条

○
○

】
：

関
連

す
る

資
料

と
基

本
設

計
方

針
を

紐
づ

け
る

た
め

の
付

番
 

 
＜

関
連

す
る

資
料

＞
 

 
 

・
様

式
-
1
へ

の
展

開
表

（
補

足
説

明
資

料
）

 

 
 

・
技

術
基

準
要

求
機

器
リ

ス
ト

（
設

定
根

拠
に

関
す

る
説

明
書

 
別

添
-
1
）
 

 
 

 
 
 

 
 

：
前

回
提

出
時

か
ら

の
変

更
箇

所
 

   

実
用
発
電
用
原
子
炉
及
び
そ
の
附
属

施
設
の
技
術
基
準
に
関
す
る
規
則
 

工
事
計
画
認
可
申
請
書
 

基
本
設
計
方
針
（
後
）
 

設
置
変
更
許
可
申
請
書
 

本
文
 

設
置
変
更
許
可
申
請
書
 

添
付
書
類
八
 

設
置
変
更
許
可
，
技
術
基
準
規
則

及
び
基
本
設
計
方
針
と
の
対
比
 

備
 考

 

重
大
事
故
等
対
処
施
設
の
う
ち
，
常
設
耐
震
重

要
重

大
事

故
防

止
設

備
以

外
の

常
設

重
大

事
故

防
止
設
備
又
は
常
設
重
大
事
故
防
止
設
備
（
設
計

基
準
拡
張
）
（
当
該
設
備
が
属
す
る
耐
震
重
要
度

分
類
が
Ｂ
ク
ラ
ス
又
は
Ｃ
ク
ラ
ス
の
も
の
）
が
設

置
さ
れ
る
重
大
事
故
等
対
処
施
設
の
建
物
・
構
築

物
，
機
器
・
配
管
系
及
び
土
木
構
造
物
の
地
盤
に

お
い
て
は
，
自
重
や
運
転
時
の
荷
重
等
と
，
静
的

地
震
力
及
び
動
的
地
震
力
（
Ｂ
ク
ラ
ス
の
共
振
影

響
検

討
に

係
る

も
の

又
は

Ｂ
ク

ラ
ス

の
施

設
の

機
能

を
代

替
す

る
常

設
重

大
事

故
防

止
設

備
の

共
振
影
響
検
討
に
係
る
も
の
）
と
の
組
合
せ
に
よ

り
算
定
さ
れ
る
接
地
圧
に
対
し
て
，
安
全
上
適
切

と
認

め
ら

れ
る

規
格

及
び

基
準

等
に

よ
る

地
盤

の
短
期
許
容
支
持
力
度
を
許
容
限
界
と
す
る
。
 

⑤
-2
，
⑤
-
3【

49
条

7】
 

 

―
 
以
 
下
 
余
 
白
 
―
 

 

(
b
) 

常
設

耐
震
重

要
重
大
事
故

防
止
設
備

以
外

の
常

設
重

大
事

故
防

止
設

備
又

は
常

設
重

大
事

故
防
止
設
備
（
設
計
基
準
拡
張
）（

当
該
設
備
が

属
す
る
耐
震
重
要
度
分
類
が

B
ク
ラ
ス
又
は

C

ク
ラ
ス
の
も
の
）
が
設
置
さ
れ
る
重
大
事
故
等
対

処
施
設
の
建
物
・
構
築
物
，
機
器
・
配
管
系
及
び

土
木
構
造
物
の
基
礎
地
盤
⑤
-2
 

「
1
.4
.1
.
4 

荷
重
の
組
合
せ
と
許
容
限
界
」

の
「
(
4)
 
許
容
限
界
」
に
示
す

B
，
C
ク
ラ
ス
の

建
物
・
構
築
物
，
機
器
・
配
管
系
及
び
そ
の
他
の

土
木
構
造
物
の
基
礎
地
盤
の
許
容
限
界
⑤
-3

を

適
用
す
る
。
 

      1
.
10

 
発

電
用

原
子

炉
設

置
変

更
許

可
申

請
に

係
る
安
全
設
計
の
方
針
 

1
.
10
.
2
 

発
電

用
原

子
炉

設
置

変
更

許
可

申
請

（
平
成

2
5
年

9
月

27
日
申
請
）
に
係
る
実
用

発
電
用
原
子
炉
及
び
そ
の
附
属
施
設
の
位
置
，
構

造
及
び
設
備
の
基
準
に
関
す
る
規
則
へ
の
適
合
 

 （
重
大
事
故
等
対
処
施
設
の
地
盤
）
 

第
三
十
八
条
 
（
条
文
は
省
略
）
 

適
合
の
た
め
の
設
計
方
針
 

1
の
一
 
に
つ
い
て
 

常
設

耐
震

重
要

重
大

事
故

防
止

設
備

が
設

置

さ
れ
る
重
大
事
故
等
対
処
施
設
に
つ
い
て
は
，
基

準
地

震
動

に
よ

る
地

震
力

が
作

用
し

た
場

合
に

お
い
て
も
，
接
地
圧
に
対
す
る
十
分
な
支
持
力
を

有
す
る
地
盤
に
設
置
す
る
。
◇1
(①

-1
) 

・
同
趣
旨
の
記
載
で
は
あ
る
が
，

表
現
の
違
い
に
よ
る
差
異
あ
り
。
 

・
要

求
事

項
に

対
す

る
設

計
の

明

確
化
。
 

             

―
 
以
 
下
 
余
 
白
 
―
 

 

原
子
炉
冷

却
系

統
施

設
（

共
通
）

 

1
.1
 
地
盤

 

               

―
 
以
 
下
 
余
 
白
 
―
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設
計
及

び
工

事
に
係
る
品

質
管
理

の
方
法
等
に

関
す
る
説
明
書
に
係

る
様
式
-7
 

【
第

49
条
 

重
大

事
故
等

対
処
施
設
の
地
盤

】
 

 

要
求

事
項

と
の

対
比

表
 

4
9
条
-7
 

様
式
-
7 

赤
色

：
様

式
-
6
に

関
す

る
記

載
（

付
番

及
び

下
線

）
 

青
色

：
設

置
変

更
許

可
本

文
及

び
添

付
書

類
八

か
ら

の
引

用
以

外
の

記
載

 

茶
色

：
設

置
変

更
許

可
と

基
本

設
計

方
針

（
後

）
と

の
対

比
 

緑
色

：
技

術
基

準
規

則
と

基
本

設
計

方
針

（
後

）
と

の
対

比
 

 

【
○

○
条

○
○

】
：

関
連

す
る

資
料

と
基

本
設

計
方

針
を

紐
づ

け
る

た
め

の
付

番
 

 
＜

関
連

す
る

資
料

＞
 

 
 

・
様

式
-
1
へ

の
展

開
表

（
補

足
説

明
資

料
）

 

 
 

・
技

術
基

準
要

求
機

器
リ

ス
ト

（
設

定
根

拠
に

関
す

る
説

明
書

 
別

添
-
1
）
 

 
 

 
 
 

 
 

：
前

回
提

出
時

か
ら

の
変

更
箇

所
 

   

実
用
発
電
用
原
子
炉
及
び
そ
の
附
属

施
設
の
技
術
基
準
に
関
す
る
規
則
 

工
事
計
画
認
可
申
請
書
 

基
本
設
計
方
針
（
後
）
 

設
置
変
更
許
可
申
請
書
 

本
文
 

設
置
変
更
許
可
申
請
書
 

添
付
書
類
八
 

設
置
変
更
許
可
，
技
術
基
準
規
則

及
び
基
本
設
計
方
針
と
の
対
比
 

備
 考

 

ま
た
，
上
記
に
加
え
，
基
準
地
震
動
に
よ
る
地

震
力

が
作

用
す

る
こ

と
に

よ
っ

て
弱

面
上

の
ず

れ
が
発
生
し
な
い
こ
と
を
含
め
，
基
準
地
震
動
に

よ
る

地
震

力
に

対
す

る
支

持
性

能
を

有
す

る
地

盤
に
設
置
す
る
。
◇1

(②
-1
) 

 1
の
二
 
に
つ
い
て
 

常
設

耐
震

重
要

重
大

事
故

防
止

設
備

以
外

の

常
設

重
大

事
故

防
止

設
備

が
設

置
さ

れ
る

重
大

事
故
等
対
処
施
設
に
つ
い
て
は
，
代
替
す
る
機
能

を
有

す
る

設
計

基
準

事
故

対
処

設
備

が
属

す
る

耐
震

重
要

度
分

類
の

各
ク

ラ
ス

に
応

じ
て

算
定

す
る
地
震
力
が
作
用
し
た
場
合
に
お
い
て
も
，
接

地
圧

に
対

す
る

十
分

な
支

持
力

を
有

す
る

地
盤

に
設
置
す
る
。
◇1
(
①
-
2
) 

 1
の
三
 
に
つ
い
て
 

常
設

重
大

事
故

緩
和

設
備

が
設

置
さ

れ
る

重

大
事
故
等
対
処
施
設
に
つ
い
て
は
，
基
準
地
震
動

に
よ
る
地
震
力
が
作
用
し
た
場
合
に
お
い
て
も
，

接
地

圧
に

対
す

る
十

分
な

支
持

力
を

有
す

る
地

盤
に
設
置
す
る
。
◇1

(①
-1
) 

 

ま
た
，
上
記
に
加
え
，
基
準
地
震
動
に
よ
る
地

震
力

が
作

用
す

る
こ

と
に

よ
っ

て
弱

面
上

の
ず

れ
が
発
生
し
な
い
こ
と
を
含
め
，
基
準
地
震
動
に

よ
る

地
震

力
に

対
す

る
支

持
性

能
を

有
す

る
地

盤
に
設
置
す
る
。
◇1

(②
-1
) 

 2
 
に
つ
い
て
 

常
設

耐
震

重
要

重
大

事
故

防
止

設
備

又
は

常

設
重

大
事

故
緩

和
設

備
が

設
置

さ
れ

る
重

大
事

故
等
対
処
施
設
は
，
地
震
発
生
に
伴
う
地
殻
変
動

に
よ

っ
て

生
じ

る
支

持
地

盤
の

傾
斜

及
び

撓
み
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設
計
及

び
工

事
に
係
る
品

質
管
理

の
方
法
等
に

関
す
る
説
明
書
に
係

る
様
式
-7
 

【
第

49
条
 

重
大

事
故
等

対
処
施
設
の
地
盤

】
 

 

要
求

事
項

と
の

対
比

表
 

4
9
条
-8
 

様
式
-
7 

赤
色

：
様

式
-
6
に

関
す

る
記

載
（

付
番

及
び

下
線

）
 

青
色

：
設

置
変

更
許

可
本

文
及

び
添

付
書

類
八

か
ら

の
引

用
以

外
の

記
載

 

茶
色

：
設

置
変

更
許

可
と

基
本

設
計

方
針

（
後

）
と

の
対

比
 

緑
色

：
技

術
基

準
規

則
と

基
本

設
計

方
針

（
後

）
と

の
対

比
 

 

【
○

○
条

○
○

】
：

関
連

す
る

資
料

と
基

本
設

計
方

針
を

紐
づ

け
る

た
め

の
付

番
 

 
＜

関
連

す
る

資
料

＞
 

 
 

・
様

式
-
1
へ

の
展

開
表

（
補

足
説

明
資

料
）

 

 
 

・
技

術
基

準
要

求
機

器
リ

ス
ト

（
設

定
根

拠
に

関
す

る
説

明
書

 
別

添
-
1
）
 

 
 

 
 
 

 
 

：
前

回
提

出
時

か
ら

の
変

更
箇

所
 

   

実
用
発
電
用
原
子
炉
及
び
そ
の
附
属

施
設
の
技
術
基
準
に
関
す
る
規
則
 

工
事
計
画
認
可
申
請
書
 

基
本
設
計
方
針
（
後
）
 

設
置
変
更
許
可
申
請
書
 

本
文
 

設
置
変
更
許
可
申
請
書
 

添
付
書
類
八
 

設
置
変
更
許
可
，
技
術
基
準
規
則

及
び
基
本
設
計
方
針
と
の
対
比
 

備
 考

 

並
び
に
地
震
発
生
に
伴
う
建
物
・
構
築
物
間
の
不

等
沈
下
，
液
状
化
及
び
揺
す
り
込
み
沈
下
等
の
周

辺
地
盤
の
変
状
に
よ
り
，
重
大
事
故
等
に
対
処
す

る
た

め
に

必
要

な
機

能
が

損
な

わ
れ

る
お

そ
れ

が
な
い
地
盤
に
設
置
す
る
。
◇1
(③

-1
) 

 3
 
に
つ
い
て
 

常
設

耐
震

重
要

重
大

事
故

防
止

設
備

又
は

常

設
重

大
事

故
緩

和
設

備
が

設
置

さ
れ

る
重

大
事

故
等
対
処
施
設
は
，
将
来
活
動
す
る
可
能
性
の
あ

る
断
層
等
の
露
頭
が
な
い
地
盤
に
設
置
す
る
。
 

◇1
(④

-1
) 

 

な
お
，
「
1
～
3
 
に
つ
い
て
」
に
お
け
る
重
大

事
故
等
対
処
施
設
の
設
備
分
類
に
つ
い
て
は
，
第

三
十
九
条
の
「
適
合
の
た
め
の
設
計
方
針
」
の
「
1 

に
つ
い
て
」
に
お
け
る
「
Ⅰ
．
設
備
分
類
」
に
よ

る
。
◇3
 

 

―
 
以
 
下
 
余
 
白
 
―
 

 

 

18



設
計
及

び
工

事
に
係
る
品

質
管
理

の
方
法
等
に

関
す
る
説
明
書
に

係
る
様
式
-7
 

【
第

10
条
 

急
傾

斜
地
の

崩
壊
の
防
止
】
 

 

要
求

事
項

と
の

対
比

表
 

1
0
条
-1
 

様
式
-
7 

赤
色

：
様

式
-6

に
関

す
る

記
載

（
付

番
及

び
下

線
）

 
青

色
：

設
置

変
更

許
可

本
文

及
び

添
付

書
類

八
か

ら
の

引
用

以
外

の
記

載
 

茶
色

：
設

置
変

更
許

可
と

基
本

設
計

方
針

（
後

）
と

の
対

比
 

緑
色

：
技

術
基

準
規

則
と

基
本

設
計

方
針

（
後

）
と

の
対

比
 

紫
色

：
基

本
設

計
方

針
（

前
）

と
基

本
設

計
方

針
（

後
）

と
の

対
比

 

【
○

○
条

○
○

】
：

関
連

す
る

資
料

と
基

本
設

計
方

針
を

紐
づ

け
る

た
め

の
付

番
 

 
＜

関
連

す
る

資
料

＞
 

 
 

・
様

式
-1

へ
の

展
開

表
（

補
足

説
明

資
料

）
 

 
 

・
技

術
基

準
要

求
機

器
リ

ス
ト

（
設

定
根

拠
に

関
す

る
説

明
書

 
別

添
-1
）

 
 

 
 

 
 

 
 

：
前

回
提

出
時

か
ら

の
変

更
箇

所
 

   

実
用
発
電
用
原
子
炉
及
び
そ
の
附
属

施
設
の
技
術
基
準
に
関
す
る
規
則

 
工
事
計
画
認
可
申
請
書

 
基
本
設
計
方
針
（
前
）

 
工
事
計
画
認
可
申
請
書

 
基
本
設
計
方
針
（
後
）

 
設
置
変
更
許
可
申
請
書

 
本
文

 
設
置
変
更
許
可
申
請
書

 
添
付
書
類
八

 
設
置
変
更
許
可
，
技
術
基
準
規
則

及
び
基
本
設
計
方
針
と
の
対
比

 
備
考

 

 
 

 （
急
傾
斜
地
の
崩
壊
の
防
止
）
 

 第
十

条
 

急
傾

斜
地

の
崩

壊
に

よ
る

災
害

の
防

止
に

関
す

る
法

律
（

昭
和

四
十

四
年

法
律

第
五

十
七

号
）

第
三

条
第

一
項

の
規

定
に

よ
り

指
定

さ
れ

た
急

傾
斜

地
崩

壊
危

険
区

域
内

に
施

設
す

る
設

備
は

、
当

該
区

域
内

の
急

傾
斜

地
（

同
法

第
二

条
第

一
項

に
規

定
す
る
も
の
を
い
う
。）

の
崩
壊
を
助

長
し

、
又

は
誘

発
す

る
こ

と
が

な
い

よ
う

に
施

設
し

な
け

れ
ば

な
ら

な

い
。
①
 

 【
解
釈
】
 

１
 
急

傾
斜

地
の

崩
壊

に
よ

る
災

害

の
防

止
に

関
す

る
法

律
（

昭
和

４
４

年
法

律
第

５
７

号
）

に
基

づ
き

急
傾

斜
地

崩
壊

危
険

区
域

と
し

て
指

定
さ

れ
た

地
域

に
設

備
を

施
設

す
る

場
合

に
は

、
急

傾
斜

地
崩

壊
防

止
工

事
の

技
術

基
準

(
同

法
施

行
令

第
３

条
)
に

よ
る
こ
と
。
①
 

 
―
 
以
 
下
 
余
 
白
 
―

 
 

     
急

傾
斜

地
の

崩
壊

に
よ

る
災

害

の
防

止
に

関
す

る
法

律
に

基
づ

き

指
定

さ
れ

た
急

傾
斜

地
崩

壊
危

険

区
域

で
な

い
地

域
に

設
備

を
施

設

す
る
。
 

  

―
 
以
 
下
 
余
 
白
 
―
 

 

     
急

傾
斜

地
の

崩
壊

に
よ

る
災

害

の
防

止
に

関
す

る
法

律
に

基
づ

き

指
定

さ
れ

た
急

傾
斜

地
崩

壊
危

険

区
域

で
な

い
地

域
に

設
備

を
施

設

す
る
。
 

①
【
10

条
1】

 

 

―
 
以
 
下
 
余
 
白
 
―
 

 

 

該
当
箇
所
な
し
 

 

―
 
以
 
下
 
余
 
白
 
―
 

 

 

該
当
箇
所
な
し
 

 

―
 
以
 
下
 
余
 
白
 
―
 

 

    ・
技

術
基

準
規

則
の

要
求

事
項

に

対
す
る
基
本
設
計
方
針
を
記
載
。
 

・
要

求
事

項
に

対
す

る
設

計
の

明

確
化
。
 

・
差
異
な
し
。
 

  

―
 
以
 
下
 
余
 
白
 
―
 

 

    原
子
炉
冷
却
系
統
施
設
（
共
通
）
 

1
.
2 

急
傾
斜
地
の
崩
壊
の
防
止
 

 

―
 
以
 
下
 
余
 
白
 
―
 

 

 

19



 

 

 

設計及び工事に係る品質管理の方法等に関する説明書に係る様式-6 

【第 4 条 設計基準対象施設の地盤】 

様式-6 

4 条－1 

―：該当なし 

※：条文全体に関わる説明書 

あ：前回提出時からの変更箇所 

各条文の設計の考え方                                

第 4 条（設計基準対象施設の地盤） 

1. 技術基準規則の条文，解釈への適合性に関する考え方 

No. 
基本設計方針で 

記載する事項 
適合性の考え方（理由） 項・号 解釈 説明資料等 

○1  
地震時の接地圧に対す

る十分な支持力 

技術基準規則の要求事項及びそ

の解釈を受けている内容を記載

する。 

なお,兼用キャスクを用いた使用

済燃料の貯蔵設備を設置しない

旨も記載する。 

1 項 1,2 a,b 

○2  
地震時に弱面上のずれ

が発生しないこと 

地震時に弱面上のずれが発生し

ない地盤として，設置（変更）許

可を受けた地盤に設置すること

を記載する。 

― ― ― 

○3  
屋外重要土木構造物の

定義 

屋外重要土木構造物として定義

される構造物の種類について記

載する。 

― ― ― 

○4  

地震発生に伴う地殻変

動による支持地盤の傾

斜及び撓み，地震発生

に伴う建物・構造物間

の不等沈下、液状化及

び揺すり込み沈下等の

周辺地盤の変状による

安全機能の喪失 

地震発生に伴う地殻変動及び周

辺地盤の変状により安全機能を

損なうおそれがない地盤として，

設置（変更）許可を受けた地盤に

設置する旨を記載する。 

なお，「設計における留意事項」の

うち，設置地盤の不等沈下による

波及的影響については、第 5 条で

の設計方針であることから第5条

に記載する。 

― ― ― 

○5  断層等の露頭の有無 

断層等の露頭がない地盤として

設置（変更）許可を受けた地盤に

設置する旨を記載する。 

― ― ― 

○6  
地盤の支持性能につい

ての許容限界 

技術基準規則の要求事項及びそ

の解釈を受けている内容を記載

する。なお，地盤の支持性能につ

いての許容限界について記載す

る。 

1 項 1,2 a,b 
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設計及び工事に係る品質管理の方法等に関する説明書に係る様式-6 

【第 4 条 設計基準対象施設の地盤】 

様式-6 

4 条－2 

―：該当なし 

※：条文全体に関わる説明書 

あ：前回提出時からの変更箇所 

 2. 設置許可本文のうち，基本設計方針に記載しないことの考え方 

No. 項目 考え方 説明資料等 

□1  

敷地の面積及び形状，

主要な原子炉施設の位

置に関する記載 

敷地内の面積と形状及び主要な原子炉施設の位置につい

ては，敷地の概要を示したものであるため記載しない。 
― 

□2  他条文に関する記載 
第 5 条に対する設計方針であり，第 5 条にて同趣旨の内

容を整理するため記載しない。 
― 

 3. 設置許可添八のうち，基本設計方針に記載しないことの考え方 

No. 項目 考え方 説明資料等 

◇1  
設置許可本文との重複

記載 

設置許可本文にある同趣旨の記載を採用するため記載し

ない。 
― 

◇2  
設置許可添八内の重複

記載 

設置許可添八内にある同趣旨の記載を採用するため記載

しない。 
― 

◇3  他条文に関する記載 
第 5 条に対する設計方針であり，第 5 条にて同趣旨の内

容を整理するため記載しない。 
― 

4. 詳細な検討が必要な事項 

No. 記載先 

a 耐震性に関する説明書 

b 原子炉格納施設の基礎に関する説明書及びその基礎の状況を明示した図面 

※ 発電用原子炉の設置の許可（本文（五号））との整合性に関する説明書 

※ 設計及び工事に係る品質マネジメントシステムに関する説明書 
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設計及び工事に係る品質管理の方法等に関する説明書に係る様式-6 

【第 49 条 重大事故等対処施設の地盤】 

様式-6 

49 条－1 

―：該当なし 

※：条文全体に関わる説明書 

あ：前回提出時からの変更箇所 

各条文の設計の考え方                                

第 49 条（重大事故等対処施設の地盤） 

1. 技術基準規則の条文，解釈への適合性に関する考え方 

No. 
基本設計方針で 

記載する事項 
適合性の考え方（理由） 項・号 解釈 説明資料等 

○1  
地震時の接地圧に対

する十分な支持力 

技術基準規則の要求事項及びその

解釈を受けている内容を記載する。 

1 項 1 号 

1 項 2 号 

1 項 3 号 

1 a,b 

○2  
地震時に弱面上のず

れが発生しないこと 

地震時に弱面上のずれが発生しな

い地盤として，設置（変更）許可を

受けた地盤に設置することを記載

する。 

― ― ― 

○3  

地震発生に伴う地殻

変動による支持地盤

の傾斜及び撓み，地震

発生に伴う建物・構造

物間の不等沈下、液状

化及び揺すり込み沈

下等の周辺地盤の変

状による安全機能の

喪失 

地震発生に伴う地殻変動及び周辺

地盤の変状により安全機能を損な

うおそれがない地盤として、設置

（変更）許可を受けた地盤に設置す

る旨を記載する。 

なお，「設計における留意事項」の

うち，設置地盤の不等沈下による波

及的影響については，第 50 条での

設計方針であることから第 50 条に

記載する。 

― ― ― 

○4  断層等の露頭の有無 

断層等の露頭がない地盤として設

置（変更）許可を受けた地盤に設置

する旨を記載する。 

― ― ― 

○5  
地盤の支持性能につ

いての許容限界 

地盤の支持性能についての許容限

界を記載する。 

1 項 1 号 

1 項 2 号 

1 項 3 号 

1 a,b 

 2. 設置許可本文のうち，基本設計方針に記載しないことの考え方 

No. 項目 考え方 説明資料等 

□1  

敷地の面積及び形状，

主要な原子炉施設の

位置に関する記載 

敷地内の面積と形状及び主要な原子炉施設の位置につい

ては，敷地の概要を示したものであるため記載しない。 
― 

□2  他条文に関する記載 
第 50 条に対する設計方針であり，第 50 条にて整理するた

め記載しない。 
― 
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設計及び工事に係る品質管理の方法等に関する説明書に係る様式-6 

【第 49 条 重大事故等対処施設の地盤】 

様式-6 

49 条－2 

―：該当なし 

※：条文全体に関わる説明書 

あ：前回提出時からの変更箇所 

 3. 設置許可添八のうち，基本設計方針に記載しないことの考え方 

No. 項目 考え方 説明資料等 

◇1  
設置許可本文との重

複記載 

設置許可本文にある同趣旨の記載を採用するため記載し

ない。 
― 

◇2  他条文に関する記載 
第 50 条に対する設計方針であり，第 50 条にて整理するた

め記載しない。 
― 

◇3  
文章，表又は図の呼込

み 

設置許可内での文章，表又は図の呼込みであるため記載し

ない。 
― 

4. 詳細な検討が必要な事項 

No. 記載先 

a 耐震性に関する説明書 

b 原子炉格納施設の基礎に関する説明書及びその基礎の状況を明示した図面 

※ 発電用原子炉の設置の許可（本文（五号））との整合性に関する説明書 

※ 設計及び工事に係る品質マネジメントシステムに関する説明書 
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設計及び工事に係る品質管理の方法等に関する説明書に係る様式-6 

【第 10 条 急傾斜地の崩壊の防止】 

様式-6 

10 条－1 

―：該当なし 

※：条文全体に関わる説明書 

あ：前回提出時からの変更箇所 

各条文の設計の考え方                                

第 10 条（急傾斜地の崩壊の防止） 

1. 技術基準規則の条文，解釈への適合性に関する考え方 

No. 
基本設計方針で 

記載する事項 
適合性の考え方（理由） 項・号 解釈 説明資料等 

○1  
急傾斜地崩壊危険区

域内への施設 

急傾斜地には設備を施設しない旨

を記載する。 
1 項 1 ― 

 2. 設置許可本文のうち，基本設計方針に記載しないことの考え方 

No. 項目 考え方 説明資料等 

― ― ― ― 

 3. 設置許可添八のうち，基本設計方針に記載しないことの考え方 

No. 項目 考え方 説明資料等 

― ― ― ― 

4. 詳細な検討が必要な事項 

No. 記載先 

※ 設計及び工事に係る品質マネジメントシステムに関する説明書 

― 
急傾斜地崩壊危険区域内において行う制限工事に係る場合は，当該区域内の急傾斜地の崩壊の防

止措置に関する説明書 

― 工場又は事業所の概要を明示した地形図 

― 主要設備の配置の状況を明示した平面図及び断面図 

― 斜面安定性に関する説明書（地震による斜面の崩壊の防止措置を実施する場合のものに限る。） 
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比
較
表
（
核
燃
料
物
質
の
取
扱
施
設
及
び
貯
蔵
施
設
の
基
本
設
計
方
針
）
－

 
1 

青
字

：
柏

崎
刈

羽
原

子
力

発
電

所
7
号

機
と

東
海

第
二

発
電

所
と

の
差

異
 

 
 

：
前

回
提

出
時

か
ら

の
変

更
箇

所
 

先
行

審
査
プ
ラ
ン
ト
の

記
載
と
の
比

較
表
（

核
燃
料
物
質

の
取
扱

施
設

及
び
貯

蔵
施
設
の
基

本
設

計
方
針
）
 

伊
方
発
電
所
3
号
機
 

工
事
計
画
認
可
申
請
書
 
基
本
設
計
方
針
（
変
更
後
）
 

玄
海
原
子
力
発
電
所
3号

機
 

工
事
計
画
認
可
申
請
書
 
基
本
設
計
方
針
（
変
更
後
）
 

東
海
第
二
発
電
所
 

工
事
計
画
認
可
申
請
書
 
基
本
設
計
方
針
（
変
更
後
）
 

柏
崎
刈
羽
原
子
力
発
電
所

7
号
機
 

工
事
計
画
認
可
申
請
書
 
基
本
設
計
方
針
（
変
更
後
）
 

東
海
第
二
発
電
所
と
の
比
較
 

 
 

 
2
.
 
燃
料
貯
蔵
設
備
 

使
用
済
燃
料
を
貯
蔵
す
る
乾
式
キ
ャ
ス
ク
（
兼
用

キ
ャ
ス
ク
を
含
む
。
）
は
保
有
し
な
い
。
 

【
4条

1
】
 

【
5条

】
【
6
条
】
【
7
条
】
【
2
6条

】
 

 

 設
備
構
成
の
差
異
 

（
柏

崎
刈

羽
７

号
機

で
は

使
用

済
燃

料
乾

式
貯

蔵

設
備
を
施
設
し
な
い
。
）
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